
 
 
 
 
 

【第 16 回】 

白 井 市 庁 舎 建 設 等

検 討 委 員 会 

議 事 録 

 
 

白 井 市 役 所 

総務部管財契約課 



第１6 回白井市庁舎建設等検討委員会会議録 

1.開催日時   平成 2６年 9 月３日（水） 午後１時３０分～午後 6時まで 

 

2.開催場所   白井市役所 ６階 委員会室 

 

3.出席者     委員   岡野副委員長、秋本委員、福井委員、谷嶋委員、 

猪狩委員、佐藤委員、渡辺委員、竹内委員、林委員、藤森委員、 

清水委員、高山委員、加瀬委員、鈴木委員、加藤委員、伊藤 

委員、寺島委員、三山委員 

 

           事務局 内藤総務部長、湯浅管財契約課長、 

岡田副主幹、落合主任技師、神子主任技師、落合主事補 

 

4.傍聴者      名（一般 10 名、報道 0 名） 

 

5.議題      （1）議事録の承認について（第１４回分） 

              (2) 白井市庁舎（新築棟）の構造形式等の決定について 

(3) 各課等配置計画の決定について 

(4) 設備システムについて 

(5) その他 

 

【配付資】           
・次第（第 16回） 
・議題２－①構造検討部会での結論  
・議題２－②構造種別比較表  
・議題２－③地震応答解析結果・用語説明集  
・議題２－④耐震壁･ブレース等配置計画図  
・議題２－⑤岡野副委員長参考資料 
・議題３－①各階平面図（改善案） 
・議題３－②一階ゾーニング図 
・議題３－③ 議場多目的利用検討 
・議題３－④ 議会の設備・昨日の検討について 
・議題４－①～⑪設備について 
・加瀬委員からの議場の多目的利用についての資料  
・庁舎建設等検討委員会における協議・検討事項一覧（第１６回） 
・質問書・要望書  
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○事務局（岡田）  会議に入る前に会議資料の確認をさせていただきたいと思います。読み上げていき

ますので、不足の方は手を上げていただければと思います。事前に資料を配付させていただいている

ものでと、本日、資料を配付させていただいたものがございますので、そちらから資料を確認させて

いただきます。 

 まず、本日配付の資料につきましては、第１６回検討委員会における協議、検討事項を一覧するも

のでございます。これは、本日の会議で決めるべき内容、あとは意見をいただく内容などをわかりや

すく記載をしたものでございます。 

 続きまして、議題２－③応答解析結果。次に、２－④耐震壁・ブレース等配置図。次に、議題３－

⑤千葉県警協議図面、こちらの資料につきましては、委員のみの配付となっておりまして、傍聴の方

への配付はしてございません。その次に、渡辺委員からの意見要望、こちらは手書きで書かれました

Ａ３版の用紙になっております。その次が、藤森委員からの意見ということで、こちらは２枚の意見

書が入っております。それから最後に、加瀬委員からの議場の多目的利用についての資料ということ

で、写真つきの資料がございます。こちらが本日配付の資料になります。 

 続きまして、本日差しかえをしていただきたい資料です。こちらのほうは予め机の上に置いてある

資料でございます。４種類ございまして、一つは、議４－①設備システムについて。これは既に配付

をしました資料が２枚で１セットになっている資料ですけども、それの１枚目のところを差しかえる

ものです。次に、議題の４－②換気方式の検討。それから議題４－⑧熱源比較検討の資料。それから

最後になりますが、議題４－⑩災害時の電源供給エリアということで、合計４種類でございますけれ

ども、差しかえをお願いいたします。 

 不足等はございませんでしょうか。 

 それでは、次に本日の欠席者の報告についてですが、川岸委員長は本日、体調不良のため欠席にな

っております。それから、川島委員におきましては、長期の海外出張のために欠席になっております。

渡辺委員でございますけれども、現在、席にはまだいらっしゃいませんですけども、仕事の関係でお

くれて出席をいたしますというような御連絡をいただいております。 

 それでは、最後になりますけれども、傍聴の方も含めまして、携帯電話のほうですけれども、電源

をお切りになるか、マナーモードの設定をお願いしたいと思います。 

 開会前の事務局からの連絡については以上になりますが、何か全体通しまして皆さんのほうから御

質問等はございますでしょうか。──ないようですので、以上で資料の確認を終了とさせていただき

ます。 

○事務局（湯浅）  それでは、ただいまから第１６回白井市庁舎建設等検討委員会を開催させていただ

きます。 

 お手元の次第に沿いまして、進行をさせていただきます。 

 初めに、委員長が欠席のため岡野副委員長から御挨拶をいただきたいと思います。副委員長、よろ

しくお願いします。 

○副委員長（岡野）  本日は、お忙しいところ御出席いただきましてありがとうございました。初めに、
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川岸委員長におかれましては、一時体調を崩されておりましたが、回復に向かっております。次回の

会議から出席が可能ということを事務局から伺っております。委員長が不在でございますが、皆様の

御協力を得ながら、円滑な議事進行に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 さて、本日の議事内容はお手元の次第のとおりで、建物の構造形式等のほか、各課の配置計画や設

備等を御検討いただき、決定をしていきたいと考えております。庁舎整備に当たり、非常に重要な部

分の検討となりますので、建物の構造形式等のほか、皆様におかれましては活発な議論をお願いいた

します。 

 また、限られた時間の中で、相当多くの議題が今日は提示されておりますので、皆様の御協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○事務局（湯浅）  ありがとうございました。 

 それでは早速、議題に入らせていただきます。これよりの議事進行につきましては、岡野副委員長、

よろしくお願いいたします。 

○副委員長（岡野）  それでは、議題１、議事録の承認について。第１４回のほうから始めさせていた

だきます。議題１につきましては、いつものとおりでございますので、配付された議事録について承

認してもよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（岡野）  それでは、１４回の議事録について承認されました。 

 引き続きまして議題２、白井市新築棟の構造形式等の決定についてに移ります。最初に、事務局か

ら説明をお願いいたします。落合さん。 

○事務局（落合）  事務局の落合です。新築棟の構造形式につきまして、御説明させていただきます。 

 構造検討におきましては専門的な分野であるため、構造検討部会を第１１回会議にて、委員会より

付託され設置したものでございます。今回、その検討結果がまとまりましたので、御報告したいと思

っております。 

 まず、構造検討部会の部会員ですが、構造に見識のある川岸委員長、岡野副委員長、川島委員及び

ＩＮＡ新建築研究所により検討を重ねてきました。会議の開催は、平成２６年６月２３日に１回目を

開催し、８月２７日までの計５回開催いたしました。 

 検討を進める上で、前提事項を設定いたしました。１点目に、市民の税金を使う事業であることか

ら、極力コストを抑えること。２点目に、計画する建物は建築基準法で定められている約１．３倍の

強度を満たし、安全が確保されている構造体であること。３点目に、新築棟には災害対策本部やサー

バー室、重要な設備が設置されること。 

 以上の点を前提事項とし、検討部会において結論として、プレキャストプレストレストコンクリー

ト造とすることが、次の事由により望ましいとの結論となりました。 

 １点目に、他の構造体と同様に建築基準法の約１．３倍の強度を満たしている。２点目に、地震時

における変形量が少ないこと。３点目に、柱や梁等の構造部材が工場生産品であり、品質と精度の確
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保がはかれ、現場での省力化も可能であること。４点目に、昨今の職人不足や建築資材の価格動向に

プレキャストプレストレストコンクリート造においては、鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比較して、

変動が安定していること。５点目に、サーバー室等の重要施設には部分床免震等を施し、家具や備品

には精度の高い検証を行い、転倒や移動防止等の対策を行うことにより、全体経費の削減を見込める

こと。 

 以上、５点の事由から、プレキャストプレストレストコンクリート造との結論を出しました。 

 なお、本日欠席されている川岸委員長、川島委員から、参考意見として次のとおりいただいており

ます。 

 まず初めに、川岸委員長からの御意見です。市民の命を守る災害対策の拠点となる市役所について

は、安全性と継続性を確保すべきである。構造体は建築後にでもフレキシブルに対応でき、リスクの

少ないものにするべきである。市役所に勤務する職員の職務環境にも配慮すべきである。以上、３点

いただいております。 

 続きまして、川島委員からの御意見です。災害対策に絶対ということはない。常に想定外というこ

とも念頭に置いて、事業を進めるべきだ。この件が、自分の居住する八千代市の市役所であれば、災

害時の市役所の役割を考え、より安全な制震構造を薦める。コスト増となるため、最終的には白井市

民が決定すべきだと考える。長期の研修となり会議には出席できないため、最終的な結論は岡野副委

員長に一任する。以上、３点の御意見をいただいております。 

 以上、簡単ではございますが、白井市庁舎構造形式の決定についての御説明を終了いたします。こ

の後、詳細の説明をＩＮＡ新建築研究所の構造担当者からいたします。それでは、よろしくお願いい

たします。 

○副委員長（岡野）  それでは、ＩＮＡさんよろしくお願いいたします。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  それでは、ＩＮＡ新建築研究所、平林より資料の御説明をさせていた

だきます。 

 事前配付資料Ａ３、議題２－②構造比較表をごらんください。先ほど、事務局様より御説明いただ

きましたとおり、比較については前回委員会で決定しました④、⑤、⑥の３案について行いました。

なお、①の免震構造の鉄筋コンクリート造については、比較のベースとして記載、一番左側にしてお

りますが、今回の比較検討の対象ではございません。表左側の比較項目については、前回委員会で検

討いただきました比較表と同じ項目になっております。 

 今回の比較で詳細検討した内容は、主に耐震性と躯体コストの項目になりますが、その他の項目に

ついても表記をわかりやすくするなど、修正を行っておりますので、表の上から順に御説明させてい

ただきます。 

 まず、構造形式について表中段、④、⑤案の上の部分ですが、前回、耐震構造というふうに記載を

させていただいておりますが、この表の中には④、⑤案の耐震構造については、防災拠点機能維持の

ための部分的に床免震を採用するなど、ということが前回より記載をしておりますが、それよりわか

りやすくするために、「＋部分免震」という表記にさせていただいております。 
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 続きまして、構造種別、架構形式については、前回より変更ございません。 

 次に、架構イメージについては、④案と⑤案について、架構がよりわかりやすいように、耐震壁や

制震壁の記述について図を追加させていただいております。 

 続きまして主要部材寸法、こちらについては今回、現状の平面プランにおいて、構造の部材詳細検

討を再度行いまして、その結果、⑤、⑥案の鉄鋼造の梁の高さ、こちらを前回７００だったものを

６５０、８５０だったものを８００にそれぞれ５０ミリ小さくしております。 

 続きまして、計画の自由度については、⑤、⑥案の梁の高さの記述について若干変更させていただ

いておりますが、相対評価としては前回と変わっておりません。 

 続きまして、耐震性の構造体です。こちらについて、３案とも耐震安全性の分類が２類で、耐震安

全性を確保できると記述しておりますが、こちらを耐震安全性の数値としてあらわすと、建築基準法

で定められる大地震時に構造体が必要とする水平耐力の１．２５倍にプラス部材の余裕度を考慮しま

すと、各構造とも約１．３倍以上の耐力を確保できる構造となっております。 

 その他、記述として、各案とも工場生産品で品質、精度が高いことを記述させていただいておりま

す。 

 それを踏まえ、相対評価については、後ほど御説明させていただきます地震時の建物強度を詳細に

解析する地震応答解析結果も踏まえまして、評価としては前回と同様で、変わっておりません。 

 続きまして、耐震性の非構造部材、建築設備家具・備品の項目ですが、３案とも損傷や転倒防止の

ための必要な耐震対策を行うことを記述いたしました。耐震構造の④案と⑤案は、特に防災拠点機能

の維持が必要な部分、サーバー室、防災設備室の部分になりますが、こちらについては前回と同様に

床免震や機器免震などの部分免震を考慮しております。 

 制震対策の⑥案は、防災拠点機能がある２階以上の建物全体の揺れを抑えるために、制震装置を付

加的に設けた付加制震として計画しております。 

 相対評価については、構造体と同様に前回と変わっておりません。 

 次、居住性、現場施工性については記述、評価とも前回より変わっておりません。 

 次、労務状況については、記述については前回と同様の記述ですが、総体評価として３案とも追記

しまして、３案とも丸という評価を追記させていただいております。 

 次、資材価格動向の記述についても前回と同様ですが、こちらについても総体評価を追記いたしま

した。こちらは、④案に比べて⑤案、⑥案については、鋼材価格等の変動が激しいということがあり

ますので、三角という評価を追記させていただいております。 

 次、工期、こちらについては前回と変わっておりません。 

 その下、躯体コスト比についてですが、こちらについては３案とも最新の平面計画案をもとに再度

構造計画を行い、部材断面を算定しました。その結果、先ほど部材寸法で述べましたとおり、⑤、⑥

案の鉄骨の梁の高さについては、前回より５０ミリ小さくなっております。この断面をもとに算出し

た躯体数量に前回、鉄骨造で考慮しておりませんでした耐火被覆というものもあわせて考えまして、

単価については前回の単価を用いて、コストを再度算出いたしました。 
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 結果として、前回と同様に①案をベースとしてコスト比を出しますと、④案は①案に対して７９％。

こちらはコスト差と金額で申し上げますと、約１億３，０００万円の減ということになります。⑤案

については、①案に対して７５％で、コストは１億６，０００万円の減となります。⑥案については

①案に対して８４％で、コスト差は約１億円の減という結果となっております。 

 詳細検討により、各構造とも前回より若干コストが下がる結果となっておりますが、前回とほぼ変

わらない比率ということになっております。 

 総合評価については比較表に記載のとおりですが、今回３案の総体比較ということで記述を総体評

価に置きかえて記述させていただいております。 

 比較表の説明については以上でございます。 

 続いて御説明してよろしいでしょうか。 

○副委員長（岡野）  続けてください。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  それでは、当日配付資料の議題２－③の資料について御説明いたしま

す。 

 まず初めに、平成２３年３月に発生した東日本大震災においては、多数の建築物において天井が落

下し、かつてない規模で甚大な被害が生じております。これらの被害を踏まえ、天井の脱落対策にか

かわる基準が新たに定められ、本年４月１日より施行されております。 

 ページ１０分の９のところをごらんください。こちらにタイトルが、建築物における天井落下対策

に係る技術基準の解説（平成２５年１０月）、こちらの抜粋になっております。 

 こちらの資料は、先ほどの基準法の施行に伴い、国土交通省の諮問機関が作成した解説書となって

おりますが、この基準書の冒頭には、赤く四角く囲った部分になるんですけれども、「現在の技術的

知見は、大地震時における構造躯体につられている天井の性状を明らかにすることは困難である」と

の記述があるように、まだまだ天井材などの耐震対策については、十分確立されていないというとこ

ろが現状でございます。 

 これらを踏まえまして、本検討においては耐震性の確認について、通常の４階建ての建物で行われ

る構造計算のほかに、超高層建築物の設計などで用いられる地震応答解析を行い、地震時に建物が受

ける力や建物の変形について、より詳細な検討、確認を行いました。その資料が、こちらの２－③の

資料になります。 

 １０分の１ページに戻ってください。タイトルが、白井市庁舎（新築棟）の構造形式等の決定につ

いて。白石庁舎整備基本設計（地震応答解析結果）というものになります。 

 この解析の結果については、専門的でわかりにくい部分もあるかとは思いますが、概要について御

説明いたします。なお、専門的な用語については、資料の１０分の１０ページ、この資料の最後のと

ころに、今までと同様に解説を記載しております。お手数ですが、あわせてごらんいただけると幸い

です。 

 解析の概要としては、まず地震応答解析について、建物の長手方向、Ｘ方向と短手方向のＹ方向と

いう２方向について解析を行いました。検討した地震は、震度６強程度の大地震を想定した地震波①
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から⑦。それと参考に、２０１１年３月１１日の東北太平洋沖地震の際に、白井市庁舎の１階で観測

されました震度５強の地震波⑧、⑨について検討を行いました。全部で９つということで、グラフが

９つございます。 

 解析した結果については建物の応答値と、建物がどういうふうに地震を受けた際に揺れるかという

値になるんですが、大きく４点、最大加速度、最大層間変形角、最大層せん断力、最大層間変位とい

うものについて、代表をしましてグラフ化しております。 

 先ほどの４点で、各方向、先ほど言ったＸ方向とＹ方向、２方向ありますので、全部でグラフとし

ては８枚ということになっています。 

 各グラフの縦軸については、新築棟で想定してます階数を表記しております。横軸については応答

値というもので、こちらについては右側に行くほど大きな値、大きな揺れということになります。 

 また、個々のグラフの右下の判例にありますとおり、まず、青の折れ線については④案のＰＣａＰ

Ｃ造、赤の線が⑤案の鉄骨ブレース構造、緑の折れ線が⑥案の鉄骨制震構造を示しておりまして、こ

ちらについてはグラフ全てについて共通です。 

 ここで、天井や外壁などの仕上げ材や家具や備品の地震対策を考えた場合、注目する結果としては、

最大加速度と最大層間変位ということになります。御覧いただいています１０分の１ページについて

は、Ｘ方向の最大加速度になっております。９つある解析した地震波によってばらつきはありますが、

全体的に⑥案の応答値が小さく、グラフの左側にあります。続いて、④案と⑤案については、地震波

によってばらつきがありますけれども、ほぼ同じ程度という解析結果になっております。 

 続きまして、１０分の２ページをごらんください。こちらについては、同じく最大加速度のＹ方向

について解析した結果です。先ほどのＸ方向と同じく、全体的に⑥案の応答値が小さく、④案と⑤案

はほぼ同じ程度という結果になっております。 

 続きまして、ページ飛びますが、１０分の７ページをごらんください。こちらについては、建物の

層間変位というものをあらわしたグラフになっています。地震を受けた際に、各階がそれぞれ横方向

に変形をするんですが、上の階と下の階がその変形差というものを算出して記載したものが、こちら

の変位のグラフになっております。ごらんいただいているものは、建物Ｘ方向の最大層間変位ですが、

やはり⑥案の応答値が小さく、次に④案、⑤案の順で大きくなるという結果です。 

 次のページ、１０分の８ページをごらんください。こちらは、同じく最大層間変位のＹ方向の変位

です。こちらについてはＸ方向とは異なり、④案の応答値が一番左側にあり、続いて⑥案、⑤案の順

で変形が大きいという結果になっております。こちらについては、④案のＹ方向については、耐震壁

を設けて変形を抑えるという架構形式にしていますので、それを反映した結果かと思います。 

 以上、地震応答解析の結果なんですけれども、地震時の家具や備品の移動や転倒の発生は、その家

具や備品の形状や設置している階によって異なりますが、こうした解析の結果をもとに、最新の知見

により個々に地震対策を行うことは、十分可能でございます。また、天井や間仕切り壁、外壁などの

仕上げ材についても、十分な耐震対策を行った上で、先ほど冒頭に申し上げたまだまだ耐震対策とし

て十分確立していないという部分も踏まえますと、地震時の構造体、建物の変形量は極力小さくする
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構造が不可欠であろうと考えられます。 

 以上、簡単ではございますが、資料２－③の説明については以上でございます。 

 続きまして、当日配付資料、議題２－④の資料について御説明いたします。タイトルが「白井市庁

舎（新築棟）の構造形式等の決定について」というものです。 

○副委員長（岡野）  平面図に赤い線が入っているものです。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  ありがとうございます。こちらは、３分の１から３分の３という３枚

の資料になっております。こちらについては、各案の構造の部材寸法を算定するに当たり、現状の平

面計画案に耐震壁やブレースまたは制震壁の配置を示したものです。 

 ３分の１ページは④案の耐震壁の配置、３分の２ページは⑤案のブレースの配置、３分の３につい

ては⑥案の制震壁の配置となります。赤い線で示した部分が耐震壁、プレースまたは制震壁を配置す

る部分です。ですが、各案とも建物中央部の執務室や会議室を避け、主に建物両端部に配置をし、将

来にわたって建物の自由度を妨げない位置での配置という配慮をして、算定をしております。 

 こちらの資料については、以上でございます。 

 私からの説明は以上です。 

○副委員長（岡野）  どうもありがとうございました。 

 実は、このＩＮＡさんから今、説明していただいた地震の応答解析というのは、時刻歴応答解析と

いう超高層ビルの設計に使われる非常に高度な手法でございます。この基本設計という段階で、非常

に精度の高い結果を出していただき、感謝申し上げます。おかげさまで天井、内壁、家具などの耐震

対策も含めた構造形式選定に、大いに役立てることができました。重ねて御礼申し上げます。 

 ６案の制震構造のコストが高いために、実は我々はこれを採用しなかったわけですが、そのかわり

に、個々の家具などの最新の知見による精度の高い耐震対策をすることで、大幅にコストダウンにな

ってくるということで、６の制震装置の採用を取りやめました。 

 この最新の知見とはどのようなことを指すのか、簡単に御説明いたします。ＩＮＡさんから先ほど

ちょっとお話もありましたが、実はこれ、あるゼネコンの研究所が建築学会に出した論文でございま

す。これどういうものかといいますと、阪神淡路大震災の被害は、圧死が６割です。建物が壊れて圧

死、家具の下敷きになってお亡くなりなったものも含めて、圧死が６割ということで特殊な結果が出

ました。その後、研究者の中でいろいろ家具の移動、転倒についての研究がなされました。その中で、

我々の庁舎検討に採用をすると非常に効果的だと思われる論文を見つけましたので、それを採用する

ことといたしました。 

 それはどういうものかといいますと、各種の家具を先ほどＩＮＡさんが説明してくれたいろんな地

震波で、実際にゆすってみるわけです。これは、この研究者は世界中の２４地震波を使って、実際に

ゆすってくれたわけです。実際というのは、コンピューター上でゆすってくれたんです。 

 なぜこんな２４の地震波を使うかというと、地震は一つ一つ性格が違うんです。いいのもあれば悪

いのもある。それで、どういう地震に対しても安全なようにするには、たくさんの地震波を実際採用

して、それで検討を加えて、その結果こういう転倒や移動についての対策や計算をしましょうという
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提案をしてくれているわけです。 

 そこから導かれた転倒限界式、あるいは最大移動距離予測式というようなものを活用することによ

って、地震にかかわるそういうものを予測計算できるようになりました。これは家具の高さと奥行き、

幅、それと床の摩擦係数、それと家具にかかる地震力、こういう大きな３つの要素で計算できるよう

になりました。したがって、同じ家具でも１階に設置されたものと４階に設置されたものでは、その

床の仕上げの摩擦係数と４階にかかる地震力とそれぞれが異なってきますので、耐震対策も異なると

いうことです。 

 そういう細かい耐震対策をすることによって、大幅にコストダウンできるというふうに読みました。

これは、その地震力の計算ばかりではなくて、家具のレイアウトとか家具の使い方、これも実は耐震

対策の重要な一つの要素。これら高度にきめ細かい総合的な対策で、耐震化の大幅なコストダウンを

しようというのが、我々の考え方でございます。 

 一例を申し上げますと、１階に設置された書類棚、例えば今、庁舎で使われているのは多分１メー

トル５センチメートルの高さで、奥行き４０センチメートル、これが一般的なラテラルという書類棚

です。これを１階に置いた場合は、全く耐震対策は不要という結果があります。当然、４階に行った

場合は、それなりの耐震対策が必要です。ですから、床の仕上げ材の摩擦係数なども含めて検討する

ため、大変手間暇のかかることでございますけども、我々金を出せませんから、汗を出すしかない。

それと、知恵を出さざるを得ないということで、我々は④案を採用したわけでございます。 

 以上です。 

○副委員長（岡野）  それでは、引き続きまして議題２－⑤、これは前日に配付された資料でございま

す。これは私のほうから御説明いたします。 

 表題は「東北地方太平洋地震各地の計測値」というＡ４縦長のこういう一覧表でございます。実は、

これは私からＩＮＡさんに送ったメールをそのまま資料としておりますので、大変わかりにくいこと

になっております。これは、この場をお借りしておわびいたします。簡単に御説明いたします。 

 ２ページを開いてください。その下のほうに、注釈があります。実は、この白井市復──この敷地

の住所です──は、２０１１年３月の東北地方地震における地震記録が２カ所出てきたと。１カ所は

となりの消防署の地震計が計測した記録です。もう一カ所は、この市役所の１階で計測された記録で

した。 

 千葉北部に設置されている地震計というのは、地方公共団体が３３カ所。これは千葉県、気象庁と

つながっておりまして、これが各地の震度として気象庁から発表されます。一方、防災科学技術研究

所という研究機関も４カ所設置しておりました。その１つが、隣の消防署だったんです。２カ所の記

録に２．４倍の大きな差が出ておりました。調査検討委員会としては、なぜ大きな計測値に違いが出

たのかを見きわめなければなりませんでした。 

そして、隣の消防署が、昔はここの敷地よりも１５メートル以上深い谷底低地だったことが判明いた

しました。それが、大きな地震動を消防署に与えたということが判明いたしました。 

 その埋め立てられた現状敷地に建っている消防署ですから、我々そういうことはわかりませんでし
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たが、この記録は、実は千葉県が詳細な地盤断面図というのを全県内のものを持っております。そこ

から見つけ出したものでございまして、例えばここの敷地の２５０メートル角の中で、それぞれ

４０本ずつのボーリング等データで、深さと厚さと土質というのが全部記録されておりまして、そう

いうものからわかったわけです。 

 当委員会としては、したがいまして市役所で計測されたほうの地震の記録を採用するということに

いたしました。これを見ましても、表層地盤がどういう状況かということによって、２．４倍の差が

出るということがよくわかると思います。 

 地震波の記録も、実は千葉県でとっておりました。市役所だからとれないんですね。千葉県のほう

で地震の波、どういう揺れ方をするかという波です。波の状況をも全部デジタル化したものがありま

して、希望すれば提供してくれるということでしたので、いただきに行きました。それを使って、先

ほどのＩＮＡさんが地震応答解析という難しいことをやっていただいたわけです。短時間によくぞや

っていただいたという感じです。 

 １ページに戻ってください。これは、先ほどの太平洋地震の各地の計測値です。中央より少し下に、

白井市役所１階の地震計で計測されたものが載っております。左から気象庁震度、次、計測震度、計

測震度というのは地震計が記録した震度です。計測震度というのは、１月の１１回委員会で御説明し

たことと思います。それから最大加速度が載っております。今回は、この記録の１９２．９ガルを使

った解析をしていただいたわけです。 

 さらに、今後想定される地震として、東京湾北部地震の白井市役所敷地の想定加速度が、東北地震

の約１．６倍の３１７ガルというふうに千葉県は想定しております。計測震度でいきますと、５．

４から５．５相当です。いわゆる気象庁震度の５強から６弱の下のほうということでございます。 

 当委員会で採用している６強掛ける１．３倍という話が、先ほど構造設計担当者からありました。

これは、こういう想定しているものよりも約２倍程度、大きなものを採用しているというところでご

ざいます。したがって、十分余力のある地震を想定しているということでございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

 以上、構造形式決定の経過説明をさせていただきましたけども、何か御質問がある方は挙手をお願

いいたします。佐藤委員。 

○委員（佐藤）  何点か質問をさせていただきます。 

 まず、コスト比較で躯体コスト比。この躯体のコストは純然たる躯体の比較なのか。当然、構造

ベースからすると建物の重量が違うわけですから、柱割とか杭だとか、そういう寸法が当然かかわり

ますよね。その部分も含まれたコスト比較なのかどうかっていうのが一つ聞きたいです。 

 それと、この絵で見ますと、柱と梁がＰＣと。スラブは何で計画されているのかということをまず

お聞きしたいということと、ＰＣ鋼線、これはいろんな会社が特許を持っているのか、それともフ

リーで使えるのか、そこら辺をちょっと聞きたいということです。 

 当然ＰＣ部材ですと、遠くから運んで来るわけですから、単体そのものは安いかもしれませんけれ

ども、運搬費とかこの物を上げる重機。鉄骨に比べてやっぱり大きな重機を使わなきゃいけないので、
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それだけコストがかかるはずなんですね。そこら辺を含めたコスト比較をされているのかということ

をお聞きしたい。 

○副委員長（岡野）  ＩＮＡさん。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  ＩＮＡ、平林です。 

 まずコスト比較の前提で、建物の上部プラス、先ほどおっしゃられました柱割、あと杭についても

それぞれ３案算出をしまして、コスト比較をしております。いわゆる躯体という部分、構造体の部分

について検討して出しておりますが、今回の中で、外壁の部分については、３案とも乾式といわれる

場所打ちのコンクリートではなくて、工場で生産する外壁、こちらを統一して使うということで、そ

ちらの外壁については、このコストの中には含めておりません。共通ということで考えております。 

 続きまして、スラブについては、④のＰＣaＰＣについては、こちらもハーフＰＣといって、型枠

がわりに工場であらかじめつくったプレキャストの床板を想定しております。その上に現場で８セン

チメートルから１０センチメートルぐらいの場所打ちのコンクリートを打設するという工法を想定し

ております。 

 ⑤、⑥案の鉄骨造については、スラブについては鋼製のデッキというもの、こちらも支保工不要で

施工できる。そういったものを想定してコストを出しております。 

 続きまして、ＰＣ鋼線が特殊なのかというお話かと思うんですが、ＰＣ鋼線自体、こちらは建築基

準法で指定されている指定建築材料といって、鋼材のメーカーさんからいろいろ各社出ている鋼線に

なっています。それもプレキャストをつくる工場のほうに持ち込んで、鋼製の型枠の中にＰＣ鋼線を

挿入して、工場内でコンクリートを打設して部材をつくるというもので、部材については、そういっ

た部材をつくる工場というのは、メーカーも含めて複数社ございます。その中で、各ＰＣのメーカー、

それなりの工夫というようなものは各社行っておりますけれども、そういったメーカーとしては複数

社ございますので、これが特殊工法ということではないかと思います。 

 かつ、３．１１の震災以降、非常に先ほど言った職人不足であるとか、資材価格高騰という中で、

かなり件数としては実績が増えてきて、一般的な工法になってきていますということが御回答かと思

います。 

 あと、そういった工場でつくった製品、こちらの運搬費、こちらはそこも考慮して躯体コスト中に

は考えています。また、現場での建て方の重機、こちらも鉄骨造に比べて大型の重機になります。そ

ういった損料というものも考えて、躯体コストとしては算出しております。 

 御質問に対しては以上かと思います。 

○副委員長（岡野）  加藤さんいかがですか、よろしいですか。 

 ほかの質問ございますか。猪狩委員。 

○委員（猪狩）  今回、この報告の中に構造検討部会っていうのが、検討した結果として出てきてるん

ですよね。私、この構造検討部会って何なんだろうって不思議に思ったんですよ。先ほど説明聞いた

ら、１１回のときに構造の耐震力ですかね。耐震力が１．５倍とか１．２５倍するのに、副委員長が

かなり長い時間かけて説明してくれたわけですよ。だけど、実際問題その判断するっていうのは、地
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盤の問題ですから、私は意匠をやっているんですけど、意匠のほうでもかなり判断が厳しい。その環

境にはあるんですけども、なかなかできない。これ専門化されちゃっているもんですから。建築には、

意匠と構造と設備、電気機械ということで分かれているわけですよね。それぞれもう専門的で、一緒

にできる人っていうのはまずいません。ゼロではないでしょうけど、まず我々の前にそういう人があ

らわれたことがないんですけども。それで、それをまとめているのは、意匠屋さんのチーフなんです。

全体を総合的にまとめるのはチーフがやるわけです。構造屋さんがやるわけじゃないんですよ。 

 それで、この前は数字だけ、１．２５と１．５を決めるのに、構造関係の人がここに３人いらっし

ゃったんですよね。岡野副委員長と川島先生ですか、それとあと設計事務所ですね。設計事務所含め

て三者なんですよ。そこで三人にお願いしますということで了解もらったはずなんです。 

 ところが、これがいつのまにか構造部会ということになったみたいなんです、先ほどの説明により

ますと。それで、構造のこれを決めるというのは、構造形式を決めるっていうのは、構造だけじゃな

いんですよ。外観にも関係ある、住環境ですよね。コストパフォーマンスですか。それとか工期とか、

これ総合力なんですよ。建築の関係の総合力で決めるんです。それを何で構造部会で決めてしまった

のか。 

 提案すれば、提案だからいいじゃないかとおっしゃることはわかりません。だけど、そこで問題な

のは、ここに多分メンバーの中に入っているのは、川岸先生も入っていますよね。多分、意匠屋さん

ですよね。それで、設計事務所も恐らくチーフの方も入っていると思うんですよ、構造以外の人も。 

 ここの会議をリードする人というのは、その方々がほとんどなんですよね。あとはなかなか専門的

ですからわからない。そこでこれを提案されたら、これで恐らく反対できる人はいないと思うんです

よ。もうまとまっちゃっているんですから、大方。ちょっとこの部会というそのものが、何でできた

のか疑問があります。それを事務局に聞きたいんですけど。 

○副委員長（岡野）  わかりました。事務局ではなくて、委員会として確認したいことがあります。た

しかこれは、４月の１１回の委員会でそういうお話が猪狩さんから提案されて、専門家の方々にお任

せしますということが決まったように私、記憶してたんですが、任せた範囲が、どうも猪狩さんの言

われたことと我々の受けとめが違っていたようなんで、ちょっとその辺の議事録を確認してくれます

か。１１回の猪狩さんの発言のところをちょっと読んでください。 

○委員（猪狩）  佐藤さんのほうも話してますから、よく読んでください。 

○事務局（湯浅）  それでは、１１回のその辺についての発言について読ませていただきます。猪狩さ

んの発言です。 

「私は建築関係を７年やっていますけれど、意匠関係をやっているんですよね。ということは構造じゃ

ないんですよ。構造は、ここに何人かいらっしゃいますけれども、副委員長さんも、それから川島先

生も構造ですよね。あとは大体、どちらかというと意匠なんですよ。そうすると、この問題が私自身

も正直、難し過ぎてわかりません。本当にわかりません。体験から来るものしかないんですから、根

拠となるものがわかりません。 

 ですから、この２つ、免震がいいのか、強度が１.２５がいいか１.５がいいかっていうのは、普
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通の意匠屋さんは、まずわからんというような答えを出す人が多いんじゃないかなと。中にはもち

ろん、優秀な方がいらっしゃいますから全部が全部ではないでしょうけれども、この重い課題をこ

こで結論を出すと言われても、私個人は意見の議論がないんですよね。ほかの委員さんからもそれ

ちょっと話を聞いたほうがいいと思うんですけれども、同じような感じの仕事をやってきたもんで

すから。これは余りにも難しい。」 

 というような発言がございました。また、佐藤委員さんからは、 

「猪狩委員さんが言われたように、やっぱりこの場で１.５にするか１.２５にするかというのはか

なり難しい問題だと思っていますので、岡野副委員長さん、川島委員さんは、日本でも有数の構造

屋さんだと聞いていますので、構造屋さんの判断をある程度尊重して結論を１.５にするか

１.２５にするかということを決めていただきたいと思います。」 

 事務局からの発言も言わせていただきます。 

「専門家の方と申し上げますと、多分、岡野副委員長さんと川島委員さん、あと川岸委員長、あと

ＩＮＡと事務局で一回意見調整をさせていただいて、次回にでもその辺の話をお出ししてまとめて

いきたいと思いますが、いかがでしょうか。」 

 という形で結論をいただいています。なお、これは１１回のときの議事録でございますが、前回、

１５回の会議の中で、１案から６案までそれぞれ出させていただきました。そのときの議事録は持っ

ていないんですが、こちらの専門の方々において、４案、５案、６案について再度、協議をさせてい

ただいて、本日の会議に提案させていただく。このような流れになっていたかと思います。 

 以上になります。 

○委員（猪狩）  それと、構造部会を立ち上げたという報告はいつしましたか。 

○事務局（湯浅）  今、会議録は持っておりませんが、何回かの会議の中で、川島先生、岡野副委員長

が構造の専門家なので、協議をさせていただいていますという報告は、この場でさせていただいてい

るかと思います。 

○副委員長（岡野）  それで、猪狩委員があのとき提案して、お任せしますと言ったのは、地震の重要

度係数だけについてというそういう話ですね。今読みますと、免震がいいのかどうかというような文

言が入っていましたんで、多分その辺は我々と発言された猪狩委員さんの違いが、そこで発生したの

かなと思います。 

 それでどうしますか、ここまで来てますけども、前回もその前も１．２５でいきますという話はし

てますし。 

○委員（猪狩）  それは聞いてますから、わかってると思ってます、私は。 

○副委員長（岡野）  それと、構造部会の立ち上げそのものがおかしいという話ですか。 

○委員（猪狩）  いや、立ち上げもそうですけれども、構造形式というのは構造屋さんが決めるものじ

ゃないはずですから、総合力で決めることですから、当たり前のことですから。 

○副委員長（岡野）  それはわかっています。 

○委員（猪狩）  わかっていますよね。それで、中央のメンバーが事前に調整してここに持ってこられ
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ても、意見の言いようがないですよね。 

○副委員長（岡野）  いや、意見言っていただいていいと思うんですが。たたき台がないと困るでしょ

う。それでこれをお出ししているんであって、何か御意見があれば、そのために今日やっているのだ

し、前回もそうだったわけです。 

○ＩＮＡ新建築研究所（柳田）  今の猪狩委員の発言の趣旨は、いわゆる構造だけではないと。建築と

いうのは、おっしゃるように機能も外観もいろいろあるので、総合的に判断する。それが普通じゃな

いかというそういう御質問に対して、私どもこの構造部会というものに参加して、実は今日こちらの

資料で議題２－④というこういう平面図に赤い線が引いた絵をお出ししています。これは、その会議

の中で、いろんな構造形式に対して、壁という要素がやはり機能、いわゆる邪魔をしないで自由に将

来にわたって間取りといいますか、そういうものを変えられるという大事なものですので、それらの

壁がどうなっていくかなということも加味して、まず一番大事なのは、やはり役所機能ですので、そ

の機能を妨げないかということの検討をしています。今日のこの資料は、いろんな形式だとこういう

ふうな壁が出てくるので、そういう意味でどの形式をとっても邪魔にならない、そういうプランはで

きるだろうというようなことは判断しております。 

 それは部会の中でも、特に川岸先生のほうから、一番大事なのは、やはり構造ではなくて、構造も

そうなんですけども、いわゆる使いやすさ、機能ですね。これをやはり許容する構造形式だというの

を再三申し上げて、繰り返しておりましたので、私どももそれを受けて、実はこのプランニングの中

にもそれをやっております。 

 但し壁がないとどうしてもコストが高くなるので、最小限といいますか、最も有効に壁を入れて、

地震に強い庁舎をどうやってつくるかということもあわせてやる。それと、あと外観に関してもあわ

せて考えています。我々ＰＣの経験も十分ありますので、そういう意味では猪狩委員の今の御質問の

総合的判断というものも一応やりながら進めているということを私のほうからお話させていただきま

す。 

 以上です。 

○副委員長（岡野）  ありがとうございました。私のほうからもちょっと。 

 この構造部会という名称が、まだ認知されてないということだったんですが、ほかの委員さんたち

はどういうふうに御理解していたのか、ちょっと御意見伺いたいんですが。どなたか構造部会に対し

て、いやそんな任せたつもりはなかったとか、猪狩さんと同じような考えをお持ちの方はどなたかい

らっしゃいますか。わかりました。 

 すると、構造屋が決めるんではないというのは、私も百も承知でございまして、実はこの構造部会

の中で、もうちょっと具体的にお話しますと、私とＩＮＡの柳田さん、彼は意匠屋さんです。私は構

造屋ですが、随分意見対立がありました。それから、委員長は意匠屋さんです。デザイナーです。そ

ういう中で、相当やり合ったんです、言葉は優しいけども。特に壁をとる場所、ブレースをとる位置、

その辺は、意匠屋さんは絶対に外壁に面する、ガラスに面するようなところに、壁や制震装置やそう

いったものはまかりならぬと。 
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 もっと具体的に言いますと、川岸委員長は、ブレースを見られるようなところにつくることは耐え

られないという言葉までお使いになって、結構激しいやりとりをやったわけです。当然、中には設備

が配慮もされているわけで、決して構造屋が決めたというふうな理解はしてほしくないわけです。で

すから、そういう中でやって、今日こういうふうに決まりましたよ。前回の④と⑤と⑥にとりあえず

絞りましたよという御報告を随時やってきたつもりでおりましたけども、その辺は御理解いただけな

いでしょうか。 

○委員（猪狩）  今、設計事務所のチーフの方もおっしゃったように、当然、総合的に多分、議論はあ

ったんでしょう。でしょうけども、もともと構造の耐震のケースを決める人が、何で部会になっちゃ

ったのかというのが、私の一番最大の疑問です。これは、先ほど読み上げられたところに出ています

ように、全体をやるんであれば当然、委員会でもってやるべきだし。ですから、当然、川岸先生も意

匠関係でしょう、恐らく。だから、それは入っていることは、設計事務所の多分チーフの方も入って

いるでしょう。ですから、総合的に中ではやったんでしょうけども、でもそこでやったものが全部、

結果的には決まりますよね。今のこの流れからいったら。だったら、この委員会は何のためにあるの

かなというのが、私の素朴な疑問です。 

○副委員長（岡野）  事務局はどういうふうに受けとめますか。 

○事務局（湯浅）  委員の皆様に御質問といいますか、事務局からの提案なんですが、この構造の関係

ですとか、１．２５ですとか、スラブですとか、その辺について我々、知らない言葉がいっぱい出て

きておりまして、その辺については専門家の方々の御意見を重視せざるを得ないと思います、事務局

といたしましても。そういったことで、こちらの構造の関係につきましては、主に構造の専門の方が

いらっしゃいますので、そちらのほうで検討をしていただいた結果の案を本日はお示ししております。 

 したがいまして、本委員会としての決定ではございません。仮にこの委員会の中で、いやもっと一

番コストを安くするべきだ、いやもっとグラフで見ると６案が一番揺れが少ないから６案にするべき

という御議論をどんどんいただいて結構だと思います。その辺について、事務局もしくは市として、

もう４案で決定ということではございませんので、皆さんで御理解いただければありがたいと思いま

す。 

 副委員長、よろしくお願いします。 

○副委員長（岡野）  ありがとうございました。 

 さて、どうしましょうか。猪狩委員以外の方は、何となく構造部会を認知してくれてるような雰囲

気なんですけども。 

○委員（藤森）  私の記憶では、市の問題もございましたけども、前回の委員会で一応、①案から⑥案

まで示されたわけですね、素案として。今、猪狩さんがおっしゃることはわかるんだけども、それだ

ったら前回の委員会で当然そういう定義をしておくべきだっていうのが一つと、それから私ども、実

際上、ここの構造段階に入りまして、非常に難しい。我々としては用語的にも内容的にも、理解しが

たいっていうふうな。そうすると、我々何で判断するかというと、やっぱりそこに安全性とコストと。

この２面を見て、それから便利さですね。それから耐震性もあるでしょうけども、その辺から見てど
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うなのかということの判断しかできないわけです。 

 そういうことを考えますと、一応の今日示された案というのは、素案だという形でとらえて審議を

継続していったらいかがかと思いますけども、私はそう思います。 

 今、猪狩さんおっしゃるように、いやそこまで構造委員会としては認めていないんだと。確かに認

めてないかもしれません。しかしながら、一応、専門的な方が大事な提起をしてくれたということに

ついては、総合的立場で提起してくれてますから、それを素案としてここで議論すればよろしいんじ

ゃないかと。 

 時間的な問題等もございますから、たしかに猪狩さんがおっしゃることもわかりますが、その辺の

ことも御理解いただけるとすれば、議事進行を進めて論議に入っていったほうがよろしいかなという

ふうに私は思います。 

○副委員長（岡野）  ありがとうございました。 

 もう一つ、私のほうからお話させていただきますと、こういう具体的な図面作成や作業をこの委員

会では不可能だと思います。こういう分科会があったからこそ、ここまで来たんであって、それを全

部この委員会にかけて決めていくということは、現実的な解決方法じゃないと思いますよ。でもって、

この案でこういうふうになりましたよという具体的な提案を図面や表で皆さんにお示ししてある。手

続は踏んだつもりなんですが、確かに構造部会というのを立ち上げますけど、よろしいですかという

確認はとってなかったかもしれません。現実的にはそういう了解を得たというふうにして進めてきて

しまったわけです。 

 今、藤森さん言われるような御提案があったんですが、とりあえず我々としては、④案がお薦めで

すよということで、きょう提示させていただいたんですが。これを決めないで今後、設計作業を進め

ることが可能ですか、ＩＮＡさん。今日決めなければだめでしょう。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  基本設計をまとめていくに当たり、やはり構造形式というものは現時

点で決めてしまっていかないと、こちらについてはやはり期限というものもございますので、非常に

いろいろな形式をそのまま決めずにいくことは困難かと、無理かと思いますので一応、設計のほうの

意見としてはそういう考えでおります。 

○副委員長（岡野）  ということは、今日どれかに絞らないと、今後の設計作業に支障があるというこ

とですね。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  はい。 

○副委員長（岡野）  ですから、今日どの方式にするかを決めざるを得ないということでございます。 

 佐藤委員。 

○委員（佐藤）  構造部会の提案としてはＰＣで、構造形式をここで決めたいというふうに今、御意見

を伺いました。 

 ただ、コストが高いにもかかわらず、このＰＣ工法に決めた最大の理由っていうか、あれはどうい

うことで決められたのか、それをちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○副委員長（岡野）  どうしますか。ＩＮＡさんから、高いにもかかわらずということは、④と⑤の比
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較においてなぜ３，０００万円高い④を選んだかというそういう質問ですから、それに具体的に答え

てくれませんか。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  こちらについては当初、議題２─①のほうで、事務局さんのほうから

御説明いたしました４、構造部会における結論というところで、箇条書きにしている部分。こちらの

内容をもって④が、構造部会としてはお薦めという結論かと思いますので、これの内容と異ならない、

この内容になるかと思います。 

○副委員長（岡野）  最初の落合担当から説明したところでございますので、ちょっともう一度、落合

さん、そこを。（「読む必要ないでしょう」と呼ぶ者あり）そうですね。ここに書いてあるとおりで

ございます。 

○委員（佐藤）  これでは、僕は今、コストで苦労してますけれども、このぐらいのデーターでＰＣと

鉄骨造というのはちょっと、３，０００万円違うというのは、高くてもＰＣをやるんだというのは、

ちょっと僕は納得できないですね。 

○副委員長（岡野）  具体的にどういうふうにこの段階で比較されましたか。 

○委員（佐藤）  やはりこのＰＣの値段がどういう感じで……。 

○副委員長（岡野）  単価が知りたいという。 

○委員（佐藤）  単価というか、比較するものですね。実勢価格が、ＰＣは例えば平米当たりどのくら

いとか、あるいは将来はこうなるでしょうというようなもので、やはり３，０００万円ぐらい高いで

すねとか、そういうやっぱりものを出して……。 

 でも、３，０００万円高いけれども、揺れがもう全然違うとか、あとのメンテナンスが格段に違う

とか、そういうものを一つ一つ検証しながら通常、我々は基本設計をまとめていろんな建物をつくっ

てきたんです、僕は、実際にね。 

 ですから、そういう資料がないと、３，０００万円高いけれども、ＰＣがいいんだと。確かに価格

が安定してるとかっていろいろ書いてありますけれども、これではあくまで具体的なあれじゃありま

せんので。 

○副委員長（岡野）  ということは、具体的な数量と単価がわかればいいですか。コストの差の中身が。 

○委員（佐藤）  将来はどうなるかわかりませんね。 

○副委員長（岡野）  現時点しかね。 

○委員（佐藤）  我々は専門的ですから、大体今どのぐらいの値段というのはわかりますけども、素人

の方だと今、相場がどうなっているか、どういう状況ってわからないじゃないですか。そういうのを

きちっと出していただいて、やっぱり３，０００万円なら３，０００万円かける価値があるんだって

いうことを言っていただければ、ありがたいと思います。 

○副委員長（岡野）  ＩＮＡさん、このコスト比率を出す前に当然、積算して単価掛けているというさ

っき御報告でしたよね。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  はい。 

○副委員長（岡野）  その３，０００万円の差額の内訳って出ますか。 
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○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  内訳としては出ます。 

○副委員長（岡野）  出ますね。今日は無理でしょうけども、後日出していただけますか。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  はい。 

○副委員長（岡野）  それじゃ、そういうことで佐藤さん、よろしいでしょうか。今日は無理だという

話なんで後日、差額が出た根拠をＩＮＡさんのほうから御報告いただくということでお願いします。 

 次、どなたか。猪狩委員。 

○委員（猪狩）  鉄骨とプレキャストの比較の中で、梁の高さが大分違いますね。片方は１メートルで

片方は６５０ですか。ということは、階高が違ってきますよね、たしか。もちろん耐火被覆も鉄骨の

ほうがあるでしょうけども。それと、柱も大きさが違いますよね。片方は９５０で５５０ですから。

だから、利点も鉄骨は多いですよね。そういう意味でも、これだけに絞り込めば。 

 それと、確かに価格の変動っていうのは、プレキャストのほうが鉄骨が安かったり高かったり変動

があるっていうことは、ある程度認識はしてるんですけども、安いときは安いわけですよね。プレキ

ャストはある程度、安定してるっていうことでのあれはあるんですけども、発注のときに、安いとき

にぶつかるか高いときにぶつかるかによって違うんでしょうけども、ただ競争力からいうと、鉄骨の

ほうがはるかに競争力はありますよね。安くなりますよね。 

○ＩＮＡ新建築研究所（柳田）  いや、今はそれは言えないです。 

○委員（猪狩）  いえない。 

○ＩＮＡ新建築研究所（柳田）  今はね。 

○委員（猪狩）  今は。 

 業者は多いですからね。プレキャストは限られた業者ですからね。その辺もあるんじゃないかなと

思うんですよね。確かに揺れが少ないというのはメリットでしょう。だけど所詮４階なんだよね。超

高層のデータを一生懸命検討してみたいですけど。４階ですからね。そんなに決定的な事項とは思え

ないんですけどね。４階だけじゃ。その辺はどうなのかよくわかりませんが。スポット的にこれが出

てきているんで。 

 ぱっとした報酬をもらってやっているわけではないから。正しく検討するのはできないですけどね。

単純な疑問をかなり持たざるを得ないような。相当突っ込んだ議論ではなくて、割と浅い段階の比較

をしているのではないかなという感じがしますけどね。 

○副委員長（岡野）  ＩＮＡさん、今の御質問や意見の理解はできましたか。もし質問のほうは、回答

できれば回答してください。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  それでは、平林のほうから。 

 まず、先ほど佐藤委員からもありました変形というお話と、そこまで必要なのかどうか──解析と

してですね──というお話がありましたが、議題２－③の資料、当日配付したこちらのグラフになる

ですが、先ほどの説明の中で少し飛ばしたところがあります。その資料の中の１０分の４という資料

をごらんください。 

 こちらは、先ほど説明しました各階の層間変位、先ほどはセンチの単位で出ておったんですけれど



- 18 - 

も、これを階高を指標にして建物が地震を受けたときに何分の１という層間変形角で我々あらわすん

ですが、どのくらいの変形をしますかという一つの指標なんですが……。 

○副委員長（岡野）  ちょっと待ってください。その変形角の説明、もうちょっとわかりやすくしてく

ださい。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  はい。先ほど申し上げた地震の際に、各階がそれぞれ変形します。そ

の変形量を上の階の変形力。当然、地震のときは通常上のほうが大きく変形をします。下の階のほう

が小さい変形になるんですが、その変形の差を出します。それが単位でいくと大体、例えば３センチ

メートルとか４センチメートルとか、おおむねそういった変形量になるんですが、それを階高で割っ

た値。そうしますと角度というのが出てくるんですが、その角度が急ですと大きく変形していて、そ

の角度が大きいと中にある什器、あるいは仕上げ材というものが、その変形と一緒になって動くこと

ができなくなって落ちたりするというのが、その地震の際の天井の落下であり、仕上げ材、外壁の落

下ということにつながるんですが、この変形量というものが、やはり地震の際については、小さいほ

うが脱落の危険性が少ないということになろうかと思うんですが、そこまでは大体イメージしてとし

てよろしいでしょうか。（「わかります」と呼ぶ者あり） 

 それをグラフにあらわしたものが、こちらの１０分の４という資料になります。建物、通常、基準

法の中で定められています中地震時──大体震度５弱ぐらいの地震のときは、２００分の１ぐらいに

建物の変形は抑えましょうという指標があります。 

 もう一つは、大地震時については、構造体によって、種別によってちょっと違うんですが、おおむ

ね１５０分の１から１００分の１というのが指標になります。それをグラフにしたのが、今、青いラ

イン、縦に破線を書いてあるところが２００分の１で、各グラフの縦に点、点、点というのが、そこ

が２００分の１という図があります。赤の点線のところが１００分の１というところのラインです。 

 それを踏まえて、各構造の変形量というのを見ていただきたいんですが、そこで見ますと、青のラ

インの今これ④案のＰＣａＰＣ造なんですが、２００分の１の左側にあります。これは変形量が小さ

いということになります。 

 例えば４分の１０左上の①のグラフで見ますと、おおむねこちらでいくともうＰＣ造については３、

２００分の１のはるか左側に覆っていると。赤いラインの⑤案のＳ造のブレース案というというのは、

おおむね１００分の１、部分的には１００分の１を超えているというのが、変形量として出ています。 

 こちらについては、４階建てであっても超高層の建物であっても、地表としてはその変形角という

ものは、超高層だからこれの値が小さくしなきゃいけないよとか、低層だから大きくてもいいよとい

うことではなくて、超高層であろうと今回の４階建ての建物であろうと、その指標とする変形角とい

うのはどれも同じです。 

 ですから、今回、解析としては超高層でやるような詳細な検討を行いましたということを御説明し

ましたけれども、その指標に対しては４階建てでもその指標を満足しなきゃいけないというものを目

標値として検討してます。その結果、④案のＰＣａＰＣ造については、３，０００万円というコスト

というものが、この比較の中では⑤案よりも多いんですけれども、不確定な要素の仕上げ材の耐震性
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ということも考えあわせると、やはり変形量を小さくした案がいいのではないかというのが、構造部

会の中で話が出た結果です。 

 あと、冒頭ありました部材のサイズについてちょっと御質問あったかと思いますが、まず比較表の

ところに戻っていただきまして、一覧表の主要部材寸法というところに、これ主要部材ということで、

全てのメンバー、部材を書き切れませんで、代表する執務室に出てくる梁について書いておりますが、

まず梁についてですが、この梁というのは、④のプレキャストについては、この梁成のところにスラ

ブ、床の厚みも入った高さになります。ですから、スラブがあっても今の記載させていただいた１，

０００ないしは９００という寸法になります。 

 ⑤と⑥案については、この鉄骨梁の上に１５０ミリないしは１８０ミリぐらいのスラブというもの

がのっかります。ですから、梁とスラブを合わせたトータルの寸法とすれば、９５０ないしは

９８０という整理になってまいりますので、ほぼ変わらない。 

 というのは、この解析の中でも、当然階高というのは統一して、どちらの構造についても同じ階高。

既存等との連絡というものがございますので、その階高は一定にした上で梁を設定し、その際につい

ては当然、設備というものもその梁成については関係してきますので、この設備方式というものも検

討してた上で、この梁成であれば機能としては問題ないだろうということで、検討をしております。 

 ちょっと２点だけですが。 

○副委員長（岡野）  回答漏れはございませんか。猪狩委員、大丈夫ですか。 

 そのほかどなたか御質問ございませんか。ないようでしたら、どうしても今後の設計スケジュール

を考えた場合に、今日、④⑤⑥のうちどれにするかということは、やっぱり採決したいと思います。

で、構造部会という言葉を使うことが不適切と思わなければいけないものなんですけど、とりあえず

構造部会という形でやってきて、ここまで提案させていただいた④でよろしいかどうかの採決をさせ

ていただきます。 

 ④に反対の方、手を挙げてください。（「私は保留です」と呼ぶ者あり） 

 保留ですか。ということは、何か副案はございますか。 

○委員（猪狩）  いや、もう少しやっぱりコストに関するシビアな比較はあってもいいかなとは思いま

すけどもね。 

○副委員長（岡野）  コストに関するシビアな比較という質問が出ましたが、ちょっと答えてください。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  ＩＮＡの平林です。 

 工事の単価、コストを出す際について、前回も口頭で御説明をさせていただいていますが、この単

価の根拠というものについて、もう一度御説明をさせていただきます。 

 単価の根拠としては、弊社のほうで設計実績があります公的機関発注の建設工事で、本計画と同規

模の建物、こちらは鉄筋コンクリート造の一部ＰＲＣ造というもの。これは事務所ビル、こちらの設

計単価としては、本年４月のものです。同じく同規模の鉄骨造の事務所ビル、こちらの設計は本年

１月に設計をして工事したものですが、こちらの工事単価をもとに、直近の工事、本年６月に行われ

た工事の単価、それぞれ１月と４月の単価ですので、６月までの間でもうかなりの、約１割から２割、
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ものによっては２割ぐらいの価格上昇というのがございましたので、そちらの上昇を反映した単価と

いうもので、それぞれの構造についてコストを算出しました。 

 その精度というのは、先ほど申し上げた現状の平面プランで全て柱、梁、スラブもそうですが、あ

と考えられる設備の荷重であるとかいうものも現状でわかる範囲の全て反映をした上で、柱、梁のサ

イズを決めました。その上で、先ほどの杭の想定も、こちらはまだ地盤調査が庁舎、新庁舎下で行わ

れておりませんので、隣接する福祉センターと既存の庁舎、現庁舎のデーターをもとに杭の想定をし

ました。こちらも算定をしてサイズを決めて、その上で杭の力を考えながら、地中梁まで算定しまし

た。 

 現状わかり得る範囲の中で、精度としてはかなり、かなりというか、できる範囲の中では全て構造

としては検討をした数量を出しました。で、先ほどの単価、現状わかり得るであろう単価、将来につ

いては価格というのは我々のほうでは当然できませんので、現状わかり得る単価でコストを出しまし

た。 

 その結果が、先ほどのコスト比というものになってきています。ものによっては、見積もりでなけ

ればコストが出ない部分ありますから、そういったものについてはメーカーにヒアリングをかけて、

過去の実績等を踏まえながらコストを入れていますので、精度としては、我々としてはかなり高い精

度でやってきたというふうに考えておす。 

○副委員長（岡野）  ありがとうございました。見積もりをとった工事はどういうものですか。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  例えば、今回、杭については同様な設計仕様ということで、これも工

場でつくられる既成コンクリート杭、現庁舎あるいは福祉センターでも使われている既成杭というも

のを想定しまして、そちらについてはいわゆる建設の物価本に書いてあるものは、そういった値段を

採用し、どうしてもメーカーの見積もりをとらなければならないものについては、見積もりをとった。

例えば杭、あるいはＰＣの工事の先ほど言った建て方費であるとか運搬費とかいうものも、こういっ

たものの見積もりをとって、いわゆる実勢にそれを我々としては置きかえながら、コストとして入れ

ています。 

 細かいものもちょこちょこありますけれども、例えば免震床を部分免震使いました。こういったも

のは、メーカーのほうにヒアリングをして、約平米２０万円から２５万という回答。あと、実際ほか

で、現設計で部分免震やっている実例がありますので、そちらのコストを見ながら入れております。 

 見積もりについては、大きく言ってそんなところかなと思います。 

○副委員長（岡野）  ありがとうございました。基本設計の段階では相当詳細にやってくれているとい

うふうに思いますが、どうでしょう、もう大分時間もたってきて御意見もないようなんで（「ちょっ

とすみません」と呼ぶ者あり）佐藤さん。 

○委員（佐藤）  ＰＣは見積もりをとっているんですかね。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  はいそうです。 

○委員（佐藤）  運搬距離はどのくらいを見てますか。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  運搬距離は、各見積もりをとった工場というのは、具体的には北海道
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に工場がありまして、そこからの価格設定になっています。 

○委員（佐藤）  運搬費含めて。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  はい。 

○ＩＮＡ新建築研究所（柳田）  実は、こういうことは基本設計の最後に、設計図ができてやることな

んですけども、この委員会でやはりこういうものを決めていくに当たって必要だということで、かな

り先取りですけども、できる範囲のそういう意味では今言ったように、今できることで全てのことを

やって出したということで、その辺は御信頼いただいてもいいんじゃないかなということをつけ加え

てさせていただきます。 

○委員（佐藤）  この場で決めるということですから、揺れの少なさ等を考慮して、ＰＣが一番有利だ

と。３，０００万円を揺れの少なさというか、そういうものと、３，０００万円かけてそこまでやる

かどうかという、最終的にはそういう形になりますよね。 

○副委員長（岡野）  そうです。さらに３，０００万円足して制震装置を入れるかという。 

○ＩＮＡ新建築研究所（柳田）  制震です。 

○副委員長（岡野）  制震です。我々は、制震装置は入れない……。 

○委員（佐藤）  それはわかりますけれども、だから揺れの少なさ、それにやはり３，０００万円かけ

るＰＣ工法を選ぶか、多少揺れても性能的に同じであればコストが安い鉄骨で、現状ですけどやるか。

どっちか判断しろということですよね。 

○副委員長（岡野）  揺れは、鉄骨が特に揺れると変形があると……。 

○委員（佐藤）  わかります。だけど、価格と比較するとそういうことですよね。だから、３，

０００万円のために投資するか、それとも３，０００万円コストダウンして、ほかの例えば備品だと

か、いろんな備品とかそういうものに予算を振り向けるとか、そういうことにも使えるわけですよね、

３，０００万円はね。 

 それちょっと、今のＰＣでやった場合、３，０００万円を詰める方法ってないんですか。もっと違

う方法やったら、鉄骨よりも安くできると。それだったら、僕はＰＣ賛成しますよ。 

○副委員長（岡野）  佐藤委員から何か提案ありませんか。 

○委員（佐藤）  私も今までこのＰＣ、今もやっていますけども、ＰＣの一番メリットに、大量に同じ

ものをつくって、近場でつくってもう運搬費はかからない、そういうのがＰＣの一番あれなんですよ、

合っているんですよ、工期も短いし。 

 それと、最終的にコンクリートですから、買いかえするときに解体するわけですよね。出るわけで

すよ、何年か後には。ところが、解体する費用はすごく少ない。そういう全体を考えて、やっぱりコ

ストパフォーマンスをやるべきだと僕は思うんですよね。それに基づいて、絶対的なこの構造はＰＣ

がいいという判断をしなきゃいけないと思うんですよ、僕は。お金が高いから……。 

○副委員長（岡野）  加藤委員。 

○委員（加藤）  この問題は、幾らここで言ってももう結論が出ませんので、委員の人で、今こういっ

たものについて意見をお持ちの方、その方に別個に集まっていただいて、一度そういう方々で話し合
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っていただけませんか。ほかの方は、何をやっているんだろうということになっちゃいますんで、ぜ

ひそういうような方法でないとまとまらないと思うんですよ。 

 特に、今回はこの構造形式について、部会という名前がついていたんで、いろいろな問題が発生し

たのかと思うんですけども、こういう専門の方々がここまで調べていただいて、それでいろいろな意

見を、それぞれの専門家の方々が出していただいた部分は、非常に参考にしなければいけないと思う

んですが、それと同時に、そこから除外された方々。その方々の意見もやはり尊重しなきゃいけない

と思いますので、もう一回、これはちょっとペンディングしていただいけるとよいのでは。 

○副委員長（岡野）  藤森委員。 

○委員（藤森）  私は、大体今日の内容を見ていると、何を決めるかということは、一つは価格の問題

です。この３，０００万円違うということは、これはＩＮＡさん、あるいは構造のチームでいろんな

総合的な面からみて３，０００万円安いよという結論を出しているわけです。そして、いわゆる鉄骨

の方が。しかしながら、ＰＣのほうはどうかというと、揺れが少ないよと。それから、もう一つは価

格が比較的安定しているよと。 

 そういうことを出して、それでどうぞ皆さんこの中で判断してくださいよっていうことなんです。

だから、それは我々今まで論議した中で、十分判断できると思うんですよ。だから今日結論を出せる

と私は思ってます。そうしないと、全体のスケジュールに影響するっていうことを先ほどおっしゃっ

ていますから、これはＩＮＡさんの立場に立つわけじゃないんだけども、そうしたら金がまた、期間

が延びれば延びるほど余計な費用がかかると思うんです。だから、できれば決められるんだったら今

日決めちゃう。予定どおり。そうしたらどうかなというふうに私は思います。 

○副委員長（岡野）  意見が幾つか出たようですが、とりあえず今日決めることに賛成の方は、ちょっ

と手を挙げてください。 

○副委員長（岡野）  じゃ、今日決めるということが多数ということで、今日どの案に決めるかを決め

るということだけ今、決まりました。 

○委員（猪狩）  今おっしゃるように今日決めてもらって結構だと思うんですよ。 

 ただ、私の個人的な意見は、鉄骨っていうのは不特定多数でいっぱい業者がいるんですよ。ところ

が、ＰＣ業者っていうのは限られているから、場合によっては競争力でもって、鉄骨の場合値段が安

くなる場合もあるんです。ただ、今現在で判断すると、どうもＰＣのほうが安定しているっていうの

はわかるんですけどね。 

 ですから、事前に構造部会で決めた事その辺も含めて、私はきょうは賛成も反対もしません。です

から決めてください、構わないですから。 

○副委員長（岡野）  わかりました。 

 ということで、今日構造形式については決めさせていただきます。部会という言葉は使いませんけ

ども、我々構造に詳しいといわれる人間が集まって５回ほどやった結論としては、④案をお薦めする

ということで、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

○副委員長（岡野）  ありがとうございました。多数ということで、それでは今後の設計は、④案で進
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めていくことで決定させていただきます。ありがとうございました。 

 大分時間がたちましたんで、ここで一旦休憩をはさみます。開始は１５時２５分、１０分だけ休み

ます。 

〔休憩〕 

○副委員長（岡野）  それでは、再開いたします。 

 次に、（３）各課等配置計画の決定についてを議題といたします。 

 初めに、各課の配置についての審議をしたいと思います。資料に当たっては、３の①、３の②でご

ざいます。 

 事務局から説明をお願いします。 

○事務局（湯浅）  事務局の湯浅でございます。私のほうから簡単に、前回お配りした内容と今回お配

りした内容の主な変更点についてだけ御説明をさせていただきます。 

 初めに、１階部分でございますが、前回の検討委員会で御意見をいただいた減築改修棟の市民活動

推進センター、市民ギャラリー、売店等の配置を大幅に変更してございます。その件につきましては、

猪狩委員さんのほうから事前に質問書が届いておりますので、後ほど猪狩委員さんのほうから御意見

を賜りたいと思います。また、藤森委員さんからは意見書、白井市美術文化協会及び白井市文化団体

協議会、いわゆる美術関係の団体から、それぞれ要望書が出ております。こちらにつきましても事前

に資料を配付してございますので、後ほどごらんになっていただければありがたいと思います。 

 その１階以外で大きく変わった部分といたしましては、職員や市民の動線を考慮しまして、主に更

衣室の位置を大幅に変更してございます。その他につきましては、設計業者のＩＮＡのほうから説明

をさせていただきます。よろしくお願いします。 

○副委員長（岡野）  ＩＮＡさん、よろしくお願いいたします。 

○ＩＮＡ新建築研究所（楠部）  ＩＮＡの楠部から御説明申し上げます。 

 まず、議題３の①、こちらの右下の図面番号１番、１階平面図の改善案から御説明申し上げます。 

 この１階の説明に入る前に本日の図面の中で、各課の中に家具の机・椅子のレイアウトを記載して

ございます。ただ、これはあくまでその課のスペース、広さの確認のため、仮のレイアウトとしたま

ででございます。このレイアウトにつきましては現在、各方に御要望、第１回のヒアリングをした段

階でございますので、今後その対応案としてつくっていくというところでございます。そういったこ

とでこの机・椅子のレイアウトはごらんになっていただければと思います。 

 それでは、先ほど事務局さんより御説明のありました、１階の部分のまず改善案のポイント、こち

らについて御説明申し上げます。 

 まず、一つ目の大きなポイントといたしましては、前回、それからその後の御意見の中でお話しい

ただいておりましたギャラリースペース、こちらを一体的に利用できる多目的なスペースとしてまと

めたらどうかというのが一つの改善案のポイントです。 

 具体的には、本日のこの１階の平面図、右上の減築棟の一番右端の上の部分でございますが、ここ

は前回の７月９日の段階では市民安全課と市民活動支援課の窓口を配置してございました。この窓口
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につきまして、今度は減築棟の一番左側、市民ホールよりこちらの部分に市民活動支援課、市民安全

課を配置いたしまして、もともとあったそのスペース右上の部分には本日、前回は「会議室」と書い

てあった部分にございました市民ギャラリーをまず図面の上の部分に移動して今の位置としておりま

す。こうすることでまず一つ、そのエントランスホール寄りにあります、前回から提案しておりまし

たオープンギャラリー、そういったところとの一体化を図れるというところが改善の一点目でござい

ました。 

 それから、この会議室、この記載は前回のプランにはなかったものでございますが、実は市民活動

推進センター、こちらの中にきっちり部屋として区画された会議室を設けてほしいという要望がござ

いました。その会議室をこちらの部分に移動してくることによって、この会議室、それから先ほどの

市民ギャラリー、さらにはオープンギャラリー、それと印西警察署分庁舎前の部分、こちらの客だま

りの部分をオープンギャラリーとして使うことによってここの一画を多目的の仕様ではございますが、

一時期はギャラリーとして一体利用ができると、そういったようなところで改善策を考えたところで

ございます。 

 それから、もう一点でございますが、２階以上もそうなっているんですけれども、職員の更衣室の

件でございます。まず、１階の部分で見直しいたしましたのは、これも御意見・御指摘がございまし

た。まず、職員がどちらの棟に多いかというと、１階は明らかに左の新築棟でございます。まず、職

員の動線を考えると、こちらに近づけるべきだろうというのが一点ございました。御意見の中に、地

下に置く、あるいは２階にまとめて設けたらどうかという御意見もございましたが、やはりこの職員

の執務空間の近くにあるということが今回庁舎整備の一つの柱である職場環境の改善につながると判

断いたしまして、職員用の給湯室・打ち合わせ室、こちらに隣接することでより使いやすく、かつ市

民のメーン動線から離れた位置にございますので、動線の交錯も少ないと、そういった配置にしたら

どうかというのが二点目の提案でございます。 

 それらをもう少しわかりやすい図式にしておりますので、課題３の②、５ページほどめくっていた

だきましたら、カラーの色刷りの図面が出てまいります。これが今回、我々プロポーザルのころから

御提案させていただいておりました３棟を一体的に利用するということが、いろいろ皆様の御意見を

伺って、あるいは庁舎の職員さんの御意見、それらを聞いている中でやっとまとまってまいりました

ので、それを図式化してみました。 

 まず、新築棟の真ん中の部分です。総合エントランス、これはその新築棟の庁舎だけのエントラン

スではなくて、この３棟が一体となった総合庁舎のエントランスということに位置づけております。

そのため、この３棟を全て御案内する総合案内カウンターと、そういったものを入り口のすぐ脇に配

置しているというところが一つございます。 

 ただ、この総合エントランスの部分を進んでまいりますと、フロアマネージャーカウンターという

ところがございますが、ここから先は市民の窓口、市民課であるだとか保健年金課あるいは福祉の課、

会計課、そういったものがございますので、ここからは、いわゆる庁舎の窓口スペースということで、

それらの窓口を御案内するフロアマネージャー、よく言いますが、最近では「コンシェルジュ」とい
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われるマネージャーの部分でございますが、そういった案内係を配置して、それぞれの窓口へ案内し

ていくというような計画がございます。その庁舎としてのエントランスとこの３棟の一体のエントラ

ンス、それらをまとめた形で総合エントランスという形をとってございます。 

 そこから図面右側でございますが、市民活動のエントランスということで右側の棟には市民活動の

スペース、こちらが入ってまいります。そこの課を「市民活動のつながり」と書いてございますが、

先ほど更衣室を左の端のほうに持っていった、そのあいたスペースを利用し、現在１階の部分が非常

に狭く暗い感じの廊下になっておりますが、ここを広げてスムーズに市民活動のエントランスとつな

げて、さらにはその先にギャラリーを一体的に利用できるスペースを設けることによって総合エント

ランスから市民活動へのつながりをとっていこうというのが、この全体の減築棟側の考え方でござい

ます。 

 それから、もう一つ重要なのは、保健福祉センターエントランスでございます。それにつきまして

も総合エントランスから、今度は市民サービスへのつながりという形でスムーズにつなげることによ

って、この総合エントランス、市民活動エントランス、さらには保健福祉センターのエントランス、

これらが一体的につながることによってスムーズな３棟の一体的な利用、そういうものを市民がス

ムーズに利用できるようにと、そういった形で全体のゾーニングをまとめております。 

 それから、前回の課題として、個々のロビースペースが無目的過ぎるといいますか、広過ぎるので

はないかと、そういう御指摘がございましたので、まず総合エントランスから、それらの個々のス

ペースについて説明申し上げます。これも前回の会議の中で、そのエントランスの周りにある専用室

に付随したスペースとして使えるようにという形で御説明申し上げておりますけれども、一つはまず

総合エントランスの脇にある情報コーナーでございます。ここの前の部分には、市政情報等の展示が

できるコーナー、こういった位置づけでスペースを設けております。 

 それから、図面その下に参りまして、市民サービスの窓口のこの前につきましては、繁忙期、こち

らにおきましては椅子を出してきて座ることもできるロビー空間としての位置づけを考えております。 

 続いて、市民活動エントランス側でございますが、これは先ほど来お話ししておりますようにオー

プンギャラリーとしての関連、さらにその左側でございますが、売店・軽食コーナーあるいは市民活

動推進センター、さらにこれは各課ヒアリングの中で出てまいりましたけれども、市民活動支援課さ

んに訪れる、あるいは市民活動を推進していきたい方たちのミーティングのスペースとしてここのラ

ウンジをあけております。 

 それから、市民活動のつながりというところ、せっかくスペースを広げましたので、一つは市民活

動支援課並びに安全課の客だまりとして、さらには市民活動推進センターの前にはいろんな市民団体

の方の活動の様子を情報としてお示しするパンフレット、そういったものが掲示できるようなスペー

スに充ててはどうかというような提案とさせていただいております。 

 以上が１階周りの変更点でございますが、これはなかなか絵で見るとわからない点があるかと思い

まして、本日、委員長の右側、こちらに１階の部分と２階の部分の模型を用意してございますので、

後ほどごらんいただければと思います。 
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 続いて、図面戻っていただきまして、２階でございます。右下の番号２の２階でございますが、こ

ちらの変更点としましては更衣室の点でございます。こちらにつきましても職員さんの動線、こちら

を優先いたしまして、新築棟と減築棟それぞれに１カ所ずつ更衣室を設けるということ、さらにそこ

については打ち合わせ室、給湯室、これらとの連携を考えた配置とすること、こういったことでの改

善提案でございます。これについては利用のしやすさに加えて、セキュリティーの確保、こういった

ものについても配慮した計画としてございます。 

 続いて、３階でございます。３階につきましても、同様に新築棟に１カ所、減築棟に１カ所、更

衣・休憩室ゾーンを設けております。減築棟側が最初の２階の部分と位置が変わっておりますが、基

本的な考え方は同様でございます。 

 それから、四番目、地下並びに４階平面図ですが、こちらについては大きな変更といいますか、今

回での変更はございませんが、もう一つ職員の皆さんの環境改善ということで前回と同様の地下の部

分、それもドライエリアに面した陽の光が入る部分に男女の休憩室を設けているというところでござ

います。 

 まず、１階、２階側の配置、変更提案、改善案についての説明は、以上でございます。 

○副委員長（岡野）  ありがとうございました。 

 ３の①、３の②の全体の説明が終わりました。 

 それで、御本人に聞きたいんですが、この件に関しまして猪狩委員から質問書が提出されておりま

すので、その内容について御説明をいただきたいと思います。猪狩委員には、この質問書の概要説明

と同時に、事務局から回答が出ておりますので、その後不明な点がある場合は、あわせて発言をお願

いいたします。よろしくお願いいたします。 

○委員（猪狩）  どういう格好でやったらよいでしょうか。質問があって回答があるんですけれども、

とりあえず……。 

○副委員長（岡野）  まず、猪狩委員の提案の説明をしていただいて、その次、回答に対するまた疑問

があれば質問と、そういうことです。 

○委員（猪狩）  はい、わかりました。では、質問書を提出させていただいて、なおかつ回答もいただ

きました。その結果として図面のほうにも今御説明があったように、大方それを大体達成されている

ような図面になっておりますので、御理解いただいたと思っております。どうもありがとうございま

す。 

 それで、今日書いたものを私のほうで出させていただきましたので、大ざっぱに説明させていただ

きたいと思います。今回は直っていますけれども、新旧の建物にあわせて８カ所にエントランスから

ギャラリーまでが全部分散していました。それで、おまけに分散したために、市民ギャラリーが

１５０平米だったと。これじゃなかったんですよね。そうすると、文化財の展示室として文化祭とか

フェスタとかに使えませんということで。 

○副委員長（岡野）  猪狩委員、ちょっと済みません。皆さん、猪狩さんの提案書がどこにあるかまだ

見つけられない方がいらっしゃるようです。このファイルの後ろのほうにあると思うんですが、「質
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問書・要望書」と一番後ろのほうに出ていますので、見つけていただきたいと思います。 

 猪狩さん、どうぞ。 

○委員（猪狩）  それでもって、文化祭とかアートフェスタが一同にできるように、この庁舎の中に入

れていただきたいと思います。それで今現在、白井にはないわけですよね、結局、その展示する。こ

れからもそういうチャンスが今のところは考えられないということでラストチャンスとなりますので、

何とか現状を把握して捉えて、この必要な面積を確保していただきたいということで要望としてお願

いしたわけです。 

 それで、どうしてもそういう大きなイベントが余りないものですから、稼働率の問題もあるもので

すから、それを多目的として考えたらどうかということでその中の下のほうに書いてあるんですけれ

ども、多目的に使うということです。これまでの感覚から行きますと、どうしても文化施設は文化会

館でやるっていうのが今までの経緯でございますから、それではこの中に文化施設はできないという

ことで──最初の庁舎のコンセプトとか行政サービスの理念から言えば、警察署も入っているくらい

ですから文化施設があってもおかしくはないのではないかということを、こちらの意向としてお願い

したわけです。 

 それで、庁舎を多目的に使う場合に、一つは庁舎の会議室として使ったらどうですかという提案も

してあります。そうしたら、この平面図で見ますと、１つのブロックが５０平米なんですよね。です

から、それが１つの会議室になれば中会議室に使えるのではないかということで、６つ程度あればい

いわけですから、そういう形でもって提案させていただいています。だから、通常は会議室で使うと。

あと展示会場としても使ったらどうでしょうか、1 つの展示会に使えるようにということで。文化祭

とアートフェスタは、大きな２大イベントなものですから、それが最大限に活用できる大きなスペー

スでございます。 

 現状は、文化祭で使っている中ホールが２０、いわゆる２１０平米使っています。ただし、これは

組み立てのパネルじゃないものですから手間暇がかかる、あと照明がよくないんですよね。やはり

ホールです。それも問題がある。それで、あと展示に使っているのが３階の郷土資料館の前室です。

これが３階のギャラリー室になっているんですが、７５平米になります。それと２階の研修室、これ

が１６７平米、あわせて４５２平米、これが文化祭で使っている現在の使い方です。ただし、これは

絵画部分は入っていないんですよね。ですから、絵画部分はまた別にプラスになると、これだけでは

済まない。同時にやるのであれば、かなり大きなスペースが要るというのが現状なんですよ。 

 それで、要望としては、２つの要するに文化協議会と絵画部分とをあわせた形が同時にできるよう

にということで、展示面積が３５０平米プラス準備室の５０平米で４００平米、それにプラス３メー

ターの廊下があるものですから、これを工夫すれば何とか行けるか行けないかという面積でもって確

保できるんじゃないかということを提案しています。 

 あと多目的な集会場として、多目的集会場を開放して大部屋として使うと、これは集会場もありま

すし、あとイベントもあるでしょう。そういう大きな集会場を使ったらどうでしょうかということで

す。それと、ふるさとまつりをやっていますよね。そういう広域的なイベントにも使えるのではない
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かということで提案しております。それが前回の多目的ギャラリーということの提案です。 

 それで、今度は個別のほうに行きますと、警察署が（「済みません」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（岡野）  猪狩委員、警察は次の議題でやりますので、これは省いてください。 

○委員（猪狩）  はい、わかりました。 

 で、売店・軽食コーナーがありますよね、ここに。それが保健センターにもあって、なおかつ文化

会館にも売店・軽食コーナーってあるんですよね。この建物のコンセプトの一つは、保健センターと

の一体化ということをうたっていますので、果たして３カ所要るのかよというのが、私の疑問です。 

 それで、これもできれば保健センターとか文化会館の現状把握、要するに年間どのくらいお客さん

が入って売り上げがどれぐらいあって、例えば家賃取ったら幾らぐらいになるよというくらいの具体

的なデータのもとにつくるべきではないかというのが、私の意見です。それとコンビニもあります。

コンビニも、これ候補に上がっていますよね。一般において、コンビニがこんな狭いところで商売に

なるのかよというのがあるわけです。回答も後で出ますけれども、単純に採算性が取れなきゃコンビ

ニは入ってきませんから。 

 それと職員の厚生施設としては、本当に必要なのかなというのもあります。それで、コンビニはた

しかありましたよね、市役所のそばに。ですから、そこまで歩いたって、たかが知れているんじゃな

いかなっていう感じはするわけですよ。でき上がる前に苦情は来ないでしょうけれど、市役所の中に

コンビニがあれば、将来的には近隣のコンビニなんかからも苦情が来るんじゃないかという懸念もあ

りますよね。 

 それとあとラウンジの目的と必要性、その広さ、独立性は必要か、市民ホール内又は既存エントラ

ンスホール付近ではどうかということで、一応ラウンジをつくるんであれば目的と必要性、その広さ、

位置的な問題、それを十分検討した上でつくってくださいよということです。 

 それと情報コーナーも展示の概要、場所、広さの検討及び独立コーナーであれば、人員の配置も必

要でしょうから。今現在、展示コーナーが２つありますよね、情報コーナーと市民情報コーナー。か

なり広いんですけれど、どういう展示をするのかなっていう、その展示を明確にした上でつくるべき

かなということでございます。 

 あと市民安全課、市民活動支援課、その必要性と広さ、場所、これは私じゃなくて、ほかの委員さ

んからありました。そこのエントランスホールは、後で執行部からお話があると思いますけれど、こ

れは基準法上かなり難しく混み入っているようなので、きょうこれはちょっと。本当は有効利用を提

案したかったんですけれど、これは説明していただきたいと思います。 

 それとエントランスホールと市民ホール、これはかなり広いスペースがあります。ですから、どう

しても私なんかも同じなんですけれど、やはりエントランスホールというのはこの建物の顔ですから、

あとは廊下をつくったり、できればホテルのロビーくらいにやりたいという気持ちは誰でもが持つ自

然な設計の考え方なんですが、今現在は保健センターの１階のホールっていうのは物すごく豪華です

よね。果たして、あれで良いと言う人が何人いるのかな、本当に必要なのかなと。見た目はいいです

けれど、機能的には果たしてどれぐらい有効的に価値があったのかなと思うと、ちょっとぜいたくじ
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ゃないかなというのは恐らく誰しもがそういう目で見れば感じると思うんですよね。 

 ですから、その辺の考えも含めて、やはり財政難である以上、ちょっとセーブしてはどうかなとい

うことです。特に、吹き抜けの場合には１階と２階の両方の面積を使うんですから、面積も倍のお金

が──倍まではかからないけれど、言うなれば一定のお金がかかるんですから、その辺の節約ってい

うのは必要じゃないかなという意味もあるわけです。だから、その辺の用途的なものを明確にした上

で、やっぱり設計する必要があるんではないかなと。 

 あと総合案内所、フロアマネージャーが２カ所というけれど、この辺も２カ所になれば人員の配置

も必要じゃないかなということで、現状把握と類似施設の実態の事例なんかも比べた上でやっていた

だきたいと思います。 

 それと個人的な意見なんですけれど、今現在は経済の動向が予測できないものですから、いずれに

してもこのコストに対する具体的な数字というものがどうしても後づけになっちゃいますよね。とこ

ろが、ここの会というのは一番大きな問題はコストの問題だと思うんですよ。やっぱり安くやりたい

と。安くて安全で、なおかつ使いやすいというようなことになると思うんですけれども、そういう観

点でコストに対してもう少しシビアな形の考えが必要じゃないかなと。 

 それと設計っていうのは、やはり基本は調査をして現状把握して近隣の類似施設なんかの事例を見

ながらやっていくっていうことなんですけれど、なかなか基本調査をした上での大事な数字というも

のが提示されないものですから、その辺も本来なら具体的に調べて提示してもらって「だから、必要

なんだよ」というような論理的な裏づけが必要ではないかということを意見として申し上げさせてい

ただきました。 

 以上でございます。 

○副委員長（岡野）  この意見に関して事務局のほうから回答が出ていますが、それに対してはいかが

ですか。 

○委員（猪狩）  あっ、そういう形でやりますか。 

○副委員長（岡野）  先ほどそうお願いいたしました。 

○委員（猪狩）  そうですか。 

 まず一つは、売店コーナーに対して具体的な数字というのが出てきていませんよね。その裏づけに

なる年間どれぐらい売り上げて、どのくらいの人間が利用しているというのは出てきていませんよね。

だから、そういうものを具体的にお願いできればなということも一つあります。結局３カ所ぐらいつ

くるわけですから、２カ所で間に合わないとなれば。それだけの裏づけがなきゃ、ちょっともったい

ないんじゃないかなということでございます。 

○副委員長（岡野）  その辺の回答が出ていますが、その回答に関してはいかがですか。 

○委員（猪狩）  ですから、具体的な数字がないということです。 

○副委員長（岡野）  ７階のレストランの利用状況は……。 

○委員（猪狩）  それは廃止になりましたから、用途がちょっと違うでしょう、恐らく。向こうは完全

なレストランですが、今度は喫茶コーナーということで軽食コーナーになっていますので。かぶる分
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ももちろんあるでしょうけれど、コンビニなんかもどこに入るのかなと。今のところ苦情は出ており

ませんけれど、今出るわけがないんですから、そんな計画はわからないですから。今もわかりません

よね。 

○副委員長（岡野）  そのほかいかがですか。 

○委員（藤森）  猪狩さん、４００平米に対してはどうなんですか。これ満たしているんですか。 

○委員（猪狩）  その辺は私も大体数字的には満たしているとは思うんですけれども、実際には展示の

壁面の問題とか何かもありますから一概に言えないし、できればこのエントランスホールを有効活用

すれば、ある程度どうかとか、その辺を活用すれば行けるかなというところまでは来ていると思いま

す。ほぼ来ているとは思います。 

○副委員長（岡野）  わかりました。それでよろしいですか、発言は。 

 実はこの１階の市民利用コーナーに関しては藤森委員からも意見書が出ていますので、藤森さんの

ほうからも御説明いただきたいんですが。一番最後から２ページ目ですか、藤森さんの。もうちょっ

と前か、４ページか５ページ前に出ています。 

○委員（藤森）  私が意見を出したのは、これまでの論議の中で、市民ギャラリーとしての広さの問題

が大きな課題としては残っていたわけです。今日、本日の猪狩委員の御報告によると、ほぼ今回の内

容で満足できるんじゃないだろうかという形のことがありましたから。 

 そうすると、私が言わんとしていたことは、まず従来の考え方として行政側を主とした本庁舎、そ

れから市民・文化あるいは市民の活動等を中心とした文化ホールのエリア、これははっきりしている

んだと。その上に立って財政上の問題とか、あるいは、その他のことを考えて、やっぱり本庁舎をつ

くる場合にはそのことを重視した形で、予算についても位置についても検討していくべきじゃないか

というのが、私の意見なんです。 

 ところが、この問題について、今日、猪狩委員のほうから、ほぼこれでいいんじゃないだろうかと

いうようなことがありましたから、あえて私の意見は出さなくてもよろしいのかなというような形で

す。 

○副委員長（岡野）  はい、わかりました。要は、市庁舎周辺エリア、これをそのまま読むと、行政運

営をするエリアと文化活動をするエリアは明確に分かれているから、そこら辺は総合的に計画して、

あえて行政拠点なるこの新市庁舎の改修工事に大きな文化活動スペースをつくる必要はないのではな

いかというような意見かと伺っていましたが、そうではないわけですね。むしろ……。 

○委員（藤森）  これまでの論議でやっぱりギャラリーは狭いんだということの主張がありましたから、

その主張について意見というのがありますよということを、私は言いたいんです。つまり、文化ホー

ルエリアと本庁舎エリアというのは、おのずと目的が違うということを言いたかったわけです。 

○副委員長（岡野）  わかりました、はい。 

 そのほかに２つの団体から要望書が出ているようですけれども、その辺の紹介を事務局からしてく

ださい。 

○事務局（湯浅）  それでは、市民ギャラリーの関係で今２つの団体から要望が出ておりますが、今ま
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での経緯等について簡単に御紹介のほうを差し上げて、最後にその要望の関係を一緒に御紹介をさせ

ていただければありがたいと思います。 

○副委員長（岡野）  わかりました。よろしくお願いします。 

○事務局（湯浅）  今、藤森委員さん、もしくは猪狩委員さんのほうからお話があったんですけれども、

もともとこの基本計画を策定した段階で、最初に基本理念ということを決めました。４点ほどござい

ました。 

 一点は、「人・暮らし・命を守る拠点」。あともう一点は、「環境にやさしい庁舎」。もう一点は、

「行き届いた行政サービスを提供する庁舎」と、プラス「市民主体のまちづくりと市民協働を進める

開かれた庁舎」この４項目を基本理念として決めておりました。 

 基本理念を具現化するために、基本方針を今度は１０項目を設けました。その中の一つとして「市

民協働・市民活動に配慮した庁舎」として、期日前投票等に対応する多目的スペースを確保しますと。

また、こちらについては市民ギャラリーとして活用することも検討しますよという形で基本方針を決

めさせていただきまして、これが基本計画の段階のこの市民ギャラリーの扱い方でした。 

 具体的に面積の関係方について絞って申し上げますと、平成２４年、２５年で、役所の職員で検討

していたときは、おおむね１５０平米程度でこの市民ギャラリーは足りるのではないかといったよう

な検討をさせていただきました。その後、２６年１月にパブリックコメントを実施させていただきま

した。その段階では何点か御質問いただいたんですけれども、面積に対しての要望はございませんで

した。どちらかというと、多目的利用をさせてほしい、もしくは土・日に活用させてほしいと、この

ような意見がございました。 

 ２６年、今年の５月に初めてこの市民ギャラリーの関係で事務局のほうから、各課の配置案という

ことで１６２平米ということで出させていただきました。内訳としましては、市民ギャラリーが

１０９平米、オープンギャラリーが５３平米ということで合わせて１６２平米だったんですけれども、

前回の会議の中で、余りにもこれらの面積が少ないのではないかといったような御意見もいただいて

おります。 

 それから、２６年、今年の７月になりますが、市長への手紙をいただいております。その中で、市

民ギャラリーの面積は２５０平米程度が必要ではないかといったような御要望をいただきました。ま

た、同じく７月に今回、市民ギャラリーの関係で白井市美術文化協会のほうから御要望をいただいて

おります。面積だけに絞って申し上げますと、４００平米程度が必要ではないかといったような形の

要望をいただいております。 

 一方、白井市文化団体協議会のほうからも同じく要望書をいただいてあるんですけれども、こちら

につきましては特に面積の関係はなくて、多目的利用ですとか土・日の開催についての要望をいただ

いていると、そのような経緯でございます。 

 以上で、報告とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○副委員長（岡野）  ありがとうございました。 

 もう一つ、文化活動の拠点は隣の文化会館だと、私は認識しておったんです。大分、市民の方が使
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いにくいということで、今回の庁舎の改修のほうに期待を、要望を受けたと思っているんですけれど

も、その隣の文化会館と市民団体との、いわゆる、こういう交渉などはどうなっているんでしょうか。 

 先ほどパネルが使いにくいとか、照明がだめだというふうに中ホールに関しても御意見がありまし

たけれども、その辺は教育委員会とどういう交渉が過去にあったんでしょうか。わかる範囲で教えて

ください。湯浅さん。 

○事務局（湯浅）  先ほど申し上げました、庁内の職員の検討委員会の中で、そういったお話がござい

ました。結論で申し上げますと、確かに副委員長がおっしゃるとおり、文化施設の中心となる施設が

隣にあるわけですので、その使い勝手の関係等々で文化団体の方と再度協議を進めてくれというお話

をさせていただいております。 

 今回、このような形で庁舎の関係で市民ギャラリー関係等の要望はいただいていて、ある程度の面

積は確保したんですが、市はあくまでも「文化会館があるんだから、そちらを中心に考えていただい

て」と。当然こちらは使ってはいただくんですけれども、メインではなくて、多目的な考えで見てい

ただきたいというお願いはしてあるところでございます。 

 以上です。 

○副委員長（岡野）  はい、わかりました。どうしてか、私が聞いている範囲では文化会館の料金が高

いとか、あるいは運営上いろいろな問題があるというふうな話を聞いているんですが、これでもし市

民ギャラリーができるとすると、その辺の料金等はどのように考えていますか。 

○事務局（湯浅）  現在のところ、そこまで検討していないような状況でございまして、ここでの答え

はなかなか厳しいんですが、行政財産の使用になりますと幾ばくかの料金をいただくことも考えられ

るかなという形で考えております。まだ、その辺の検討には至っておりません。 

○副委員長（岡野）  そうですか、なるほど。早目にその情報は出さないと、皆さんは無料で使わせて

もらえるという期待を持っているような雰囲気がありますので、その辺は庁内でなるべく早く検討に

入ってください。 

 猪狩委員。 

○委員（猪狩）  ２つばかり、ちょっと議題として検討していただきたいんですけれど。 

 一つは、この建設委員会に「市民に開かれた」と先ほどコンセプトが出てきましたけれども、その

市民活動にかかわる、例えば教育委員会の生涯学習とかは今現在は入っていないんですよね。それと

文化団体協議会、美術文化協会、これ２大の市の大きな協議会が２つあるわけです。ですから、大き

なイベントとしてずっとやってきたんですから、この会に入ってもいいんじゃないかなと、今後。こ

れだけのスペースを設けさせていただいたんだから、それを見守る意味でも入っていただけたらなと

いう、個人的な意見でございます。 

 もう一つは、要するに文化会館は教育委員会が管理しているわけですよね、市庁舎はまた別になり

ますから。それを考えた場合に、こういう提案をした後でちょっと言いにくいんですけれども。例え

ば今、郷土資料館がありますよね、あそこ小川瓦木の書道と一緒に。５５０平米あるんですよ、あの

スペースが。それで、前室のギャラリーでもって展示会をやると、私なんかも土・日の午前中とか午
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後とかあそこで番をしていても、お客さんがすごく少ないんですよね。午前中だったら三、四人来る

とか５人来るとか、もうとにかくお客さんが少ないんですよ。それで、立派な展示になっているわけ

です。郷土資料館にしろ、瓦木さんの書道にしろ。 

 だから、運営上は郷土資料館というのは──ほかの例なんですけれども、例えば廃校になった学校

を利用して郷土資料館にするとか、それと収蔵庫展示というんですか、収蔵庫の中を見られるように

するんですよね。だから、幅とかは入館者があるとスペースを狭くしたりして、ともかく安く上げよ

う、管理もしやすくしようということで収蔵庫展示なんかをやっているわけですよ。そういうのは、

もう一般のお客さんはリピーターとしては来ないわけですから、ほとんどが。 

○副委員長（岡野）  実はここは市庁舎の建設検討委員会ですから、今のようなお話はぜひ……。 

○委員（猪狩）  そうじゃなくてちょっと聞いてくださいよ。最後まで聞いてくださいよ、言っている

ことはわかっていますから。 

 そういうこと、実情はそうなんですよ。ですから、ほとんど郷土資料館は学校の教材、そういうも

のに使われているのが現状だと思うんですよ。ですから、郷土資料館と庁舎の展示室を入れ替えすれ

ば、管理しやすいんじゃないかという提案、検討の価値はあるのではないかなと。思いつきですけれ

ど、考えたんですよ。 

○副委員長（岡野）  そういう思いつきの話が出ましたので、事務局は聞いておいてください。 

 そのほか御意見はありますか。藤森委員。 

○委員（藤森）  今、１階のフロアのところの意見でいいんですよね。 

○副委員長（岡野）  はい。 

○委員（藤森）  この１階の図面で、私が１つ……。 

○副委員長（岡野）  どこの図面を見ていけばよろしいですか。 

○委員（藤森）  ３－②での……。 

○事務局（湯浅）  マイクに近づいてお話しいただけるとありがたいと思います。 

○委員（藤森）  議題３－②です。この内容、市民活動支援センターというのは市民活動支援課と市民

安全課の横にあるんですが、市民活動推進センターの一番のポイントはやっぱり会議室なんです。こ

れ一体のものですから、できれば市民活動推進センターとこの会議室というのは、やっぱりそういう

位置づけで考えてもらいたいと。そのためにはどうするかということについて、この警察署の問題と

か、いろいろその他の問題も絡んできますから。その辺はどうしましょうか。 

○副委員長（岡野）  今の御指摘の会議室というのは、この図面上で右上の角の市民活動推進センター

と括弧している会議室ですが、当然ここの市民活動推進センターの会議室として使えるようにイメー

ジしたと、恐らく思うんですけれども。 

 ＩＮＡさん、ちょっとこの辺を説明してください。 

○ＩＮＡ新建築研究所（楠部）  今、お話がありましたとおりでございます。こちらの市民活動推進セ

ンターさんとのヒアリングの結果、隣接しなくてもやはりスペースは必要であるということでござい

ましたので、全体のレイアウトの中で多少離れた状態ではございますが、この距離であればというこ
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とで今現在２部屋に分けられるような計画、さらには今ヒアリングで御要望をいただいておりまして、

３室に分けてほしいという御要望もいただいておりますので、トイレ側から入る部分を２室に分割で

きるような形で御要望に対応しているような状況でございます。 

 以上です。 

○副委員長（岡野）  藤森委員。 

○委員（藤森）  私は、基本的に警察署の位置を、正面の警察署の入り口を市民が出入りする入り口と

同じにするということについては納得いかないです。警察署自体については東側にちゃんとした玄関

をつくって、警察署の入り口とは全てそうすることによって、いわゆるこのエリアの市民活動推進セ

ンターと会議室の出っ張ったエリアがなくなって、そうすると何してもこっちに持ってこられるんで

すよ。つながってくれよ、ということの主張を理解してほしいと思います。 

○副委員長（岡野）  わかりました。その入り口の件については警察署や県警との打ち合わせの結果も

含めて、後ほど一緒にさせていただきたいと思います。 

 そのほか、この案に関して。加藤委員。 

○委員（加藤）  私、基本的にちょっと質問しておきたいんですけれども、市の行政が考えているとい

う市民活動推進センターなるもの、これをどの範囲で考えていらっしゃるのかと。 

 それによっては、今回は市民活動推進センターと会議室が分かれてしまいましたけれども、現在駅

前センターにある市民活動推進センターをそのままここの庁舎のほうに持ってきた場合に、現在の市

民活動推進センターとして使えるんだよということであれば、これ話すとか話さないとかの問題じゃ

なしに、ここの部分の会議室をそっくり市民活動推進センターがいろいろな会議に使うというような

形になりますので、猪狩委員のおっしゃっている部分と大分違った形になると思うんですよね。です

から、これ行政とすれば、どう考えているかということを聞いておきたいんです。 

○副委員長（岡野）  はい、わかりました。市民活動推進センターは市として、どう位置づけているの

かという話をしてください。岡田さん。 

○事務局（岡田）  それでは、御説明させていただきたいと思います。 

 今までも何度か会議の中でお話をしてきたんですが、推進センターについては今、駅前センターの

ほうに２８０平米の面積で運営をしているものでございます。 

 で、この推進センターのほうは非常に会議室のスペースが狭いというようなこと、それからあとは

駅前センターの駐車場がもともと不足をしていると。これらのことから、推進センターを利用される

方々の駐車スペースが少ないといったようなこと、あともう一つは推進センターの場所が駅前セン

ターの中の保健室を使っているものですので、どうしても看板等を出す場合に出しづらいと。こうい

ったようなことから、場所がわかりづらいというような意見をいただいているところでございます。 

 それで、市のほうといたしますと、現在、後期基本計画が今の計画となっているんですが、この中

では各種計画を推進するために市民参加協働を推進することとしております。それで、この市民活動

団体の活動支援ですとか環境整備というものを充実させていく必要があるものと考えております。 

 さらに、個別の計画なんですけれども、市民参加協働のまちづくりプランというのを市でつくって
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おりますが、この中では推進センターの機能や機能の拡充というものを検討していくようなこととし

ております。このようなことから、今回の庁舎整備にあわせまして、市民活動の拠点となる推進セン

ターのほうを庁舎のほうに移設をすることによって市民等が集まりやすくなって、市民個人ですとか

市民活動団体、こういった方々と協働の事業を進めていきたいというようなことで考えているところ

でございます。 

 それで、先ほど課長から説明がありましたが、この庁舎整備基本計画の中の一つで、市民主体のま

ちづくりと市民協働を進める開かれた庁舎というようなことが基本理念に入っています。それからさ

らにその下には基本方針というもので、白井駅前センターにある市民活動推進センターの移設を検討

する、それから期日前投票等に対応する多目的スペースを確保し、市民ギャラリーとしての利用も検

討するということにしてございます。このようなことから、推進センターのその配置計画案というこ

とで今回議題として、この議題３の⑥というものがされているところでございます。 

 なお、この推進センターの面積のことについて申し上げますが、当初２５０平米ということで御提

案をしていたところですけれども、現在の計画につきましては２００平米ということで５０平米を減

らしているというようなことになっております。 

 それで今、加藤委員さんからお話があった会議室のことなんですけれども、現在の推進センターで

あります機能を移設をしてくるというような考えがもともとの考えになっております。そこで、ギャ

ラリーとの一体利用というようなことに関してなんですが、基本的には推進センターの会議というも

のが優先的になってきて、あとはその空いている時間帯や空いている期間の中でうまく推進センター

のほうの会議の機能とギャラリーとしての機能、こういったところを調整しながら利用ができればい

いのではないかということで考えております。 

 以上でございます。 

○副委員長（岡野）  はい、わかりました。 

 加藤委員、いかがですか。 

○委員（加藤）  わかりました。 

○副委員長（岡野）  了解でありますか。 

○委員（加藤）  はい。 

 それと先ほどの猪狩委員の意見なんですけれども、私ちょっと腑に落ちないところがあるんですよ。

なぜかといいますと、基本的には保健福祉センターのあそこは食堂というのかレストランというのか、

要するにあれは全然物が違うんですよね。基本的に、それとこちら側の文化センターにあるレストラ

ンとは同じ部分だという考えでいられると、これは非常に間違った問題が出てくると思います。 

 あくまでも、こちらの保健福祉センターのほうにある部分というのは、いろいろな障害を持ってい

らっしゃる方々が少しでも一緒にいろんな活動ができるようにということで、あそこのところが動い

ているわけなんです。ですから、基本的に利益云々というような話というのは、これはもう全然別の

話だと思うんですよね。ですから、ところどころ少し勘違いかなというようなことがあるのかなと思

うところと、もう一つ。 
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 要するに、ここの１階のところに売店・軽食コーナー、これも必要がないんじゃないかという話が

あるんですけれども、これははっきり言って少し体のぐあいが悪くなって相当足も悪くなったり体力

的に衰えたりしたときに、本当にそんなことが言えるのかどうかということを考えていただきたいと。

基本的には、ほかの方が役所に来られている軽食コーナー、要するに売店なんかがなければ、そうい

う方々にとっては非常な差になるんですよ。そこのところをよく考えた上で、この検討は進めていた

だければありがたいと思います。 

 以上です。 

○副委員長（岡野）  ありがとうございました。 

 高山委員。 

○委員（高山）  市民活動推進センターが１５０平米になったことは、今、駅前センターで行っている

部屋が８０平米と聞きましたから、その約倍になっているんですよね。私、これで十分だと思うんで

すよ。 

 ほかの団体さんたちはセンターに登録している団体もあれば。そんなに年に何回も会議はしません

し、会議室をこのギャラリーの部分に持ってくるということに対して、せっかく三百何平米をヒアリ

ングで確保できたのに会議室で取られてしまうと、また半分になっちゃうと。そうすると、大体ギャ

ラリーを利用したい、利用する団体にとっては何のための市民ギャラリーかなというふうに思うんで

すよ。 

 ですから、会議等なんかは、もとの駅前センターの部屋に戻ったとしてもいいんじゃないのかなと。

移動会議でもいいですし、何もこの場所でやらなきゃいけない──先ほど模型をのぞかせていただい

たら、いろいろ中に展示されるということですが、何平米ありますか、市民活動推進センターは。 

○副委員長（岡野）  それじゃ岡田さんのほうから、現在のここの市民活動推進センターの活用状況を

後で。 

 その前に、藤森委員さんに。 

○委員（藤森）  やっぱり岡田さんのほうから説明していただきたいのは、市民活動センターのある位

置づけです。市における位置づけをはっきりしておいていただきたいと。今、高山さんは、一団体と

いうように御意見なさっているんです。そうじゃないんだということを、つまり全市的にいろいろこ

の次に目指している協働というのを、そこのところをきっちり説明してあげないと御理解いただけな

いと思います。 

○副委員長（岡野）  いや、それともう一つ。昨年の段階では、もう既にその団体から要望書が出てい

ますよね。一番早く出た要望書が、これですよ。たしか今、５３団体ですか、登録されているという

ことで。それらの要望はもう昨年の段階で出ているわけで、そういうのを受けて我々まで来ているわ

けですから、それも含めて説得できる説明をしてください。 

○委員（高山）  それともう一つ。補助金が出ているでしょう、年間３７５万円ですか……。 

○委員（藤森）  そのことも間違っているんです、そういう理解が。 

○委員（高山）  でも市民のために働こうとしている団体は、補助金をもらわなくてもやっているはず
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なんですよ。ですから、私の目から見ると、この市民活動推進センターというものは特別な団体だよ

というのを……。そういう団体としか、私は受け取れないんです。 

○副委員長（岡野）  それは大事だから、まず岡田さんのほうから、今のようなことに対する説得力の

ある説明をお願いいたします。 

○事務局（岡田）  非常に責任重大ですけれども、先ほどもちょっと説明をさせていただきましたが、

市としましては、この市民活動推進センターというのは市民活動を進めていくための拠点と考えてい

ます。ですので、現在、市がこの推進センターの管理運営につきまして、市民活動推進センター運営

協議会さんのほうに委託をして管理運営をしていただいているというようなところでございます。 

 その推進の目的とかというのは先ほども説明しましたが、基本計画、こういったところにきちんと

市の事業というものを推進するに当たっては、参加協働をまず視点に考えて推進していくというよう

なところがあるものですから、それを進めていくためにこの市民活動推進センターというのは非常に

重要な施設であると考えております。 

○副委員長（岡野）  では、補助金の話もしてください。 

○事務局（岡田）  お金の話ということなんですけれども、これは実は「補助金」という扱いではござ

いません。市民活動推進センター運営協議会さんに、先ほど言った管理運営の委託をしておりますの

で、「委託費」ということでお支払いをしているものでございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（岡野）  藤森委員、あと何かありますか。 

○委員（藤森）  この今の市民活動センターというのはどういうふうな形で委託されたかといいますと、

５年前か、それまでは市が運営していたんですよ。市の職員が２名、年間の経費でいうと２名分使っ

ていたんですよ。２名というと、大体一千四、五百万円ですよね。１人の職員で計算すると、全部含

めて７００万円かかるわけです。それを市民団体、つまりあそこを利用している市民団体の代表でそ

れを受けようという形で受けたわけです。その費用が３９０万円です。３９０万円というのはどうい

う内容かというと、３００万円近くは人件費なんですよ。つまり、受付の窓口をやっているスタッフ

の方の給与です。そしてなおかつ、それ以外の経費、いろんな印刷経費とかなんです。我々から言え

ば、今まで一千四、五百万円かかっていたのを約４００万円で対応しているわけですよ。 

 今、実を言うと、市でやっぱりそういう体制じゃ──つまり、全てがその運営協議会の方にいろん

なことが全部かかってきているんですよ。市の代行をやっているんだけれども、しかし市が協働と言

っていながら実際上はお金も結局３９０万円ぐらいしかかかっておりませんから、人件費に相当する

ものは何も出ていないんです。そういう状況ですから、扱い的に見れば、これから市がまた協働で目

指そうとしているところは、つまりこの運営協議会だけじゃないんです。市の全ての市民団体、サー

クル、ＰＴＡ、婦人会等を含めた団体の協働を図ろうと、その拠点づくりをしようというのがここな

んです。 

 だから、今、高山さんが婦人会とおっしゃったけれども、婦人会もその一面に入っていると思いま

す。普通、本当は将来的には。そういう構想、そういう方の拠点づくりの場所ですから、どうぞ誤解
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をなさらないようにしていただきたいと思うんですよね。 

○副委員長（岡野）  わかりました。 

 谷嶋委員、何か御意見がありますか。 

○委員（谷嶋）  ２点ほど確認したいことがあるんです。 

 今、運営のほうで経営面のほうは納得しました。でも実際的に一般の市民、例えば自治会とかそう

いうので急遽やむなくコピーしたいとか、自治会のほうへ流したいということで借りに行ったけれど、

入れなかったと。それと先ほど藤森さんがおっしゃったように、一般の方がこれから何かをやろうと

して、そういうチラシをつくろうとか何かするためにお願いしたら断られてとても驚いたというんで

す。そういうのも私のほうに入ってきていますので、その部分はどうなっているのかなと思うんです

よ。その部分だけちょっとお聞きしたいなと思います。 

○副委員長（岡野）  事務局のほうから。岡田担当、どうぞ。 

○事務局（岡田）  私も正直今、管財契約課という立場ですので、当時のこととかその辺をよく思い出

さないといけないところがあるんですけれども、実は推進センターというのは駅前センターの中にあ

るものですので、先ほど言った自治会さんの印刷物とかそういうようなものについては駅前センター

で持っている印刷機が利用できるようにはなっています。 

 それで、推進センターのほうに登録されている団体さんというのが、たしか今現在５３団体あると

思うんですけれども、当然その登録された団体さんというのはその印刷機を使うことはできると思い

ます。 

 それから、新たにこれから市民活動を始めたいというような方々についても、きちんと窓口で対応

するというような体制にしておりますので、人を呼び集めるために参加者を募るための印刷物という

ものは印刷できるようになっていますので、当然利用できるものと考えております。 

 以上でございます。 

○副委員長（岡野）  谷嶋委員。 

○委員（谷嶋）  私のところにはそういうふうに入ってきたんで、運用面をしっかりしてほしいなと。

実際的にそういうのが入ってくるということは蹴飛ばしているということなんだから、運用面をちゃ

んとはっきりしろということ。わかった、それだけ。 

○副委員長（岡野）  藤森委員。 

○委員（藤森）  今、私はその運営協議会の副会長をやっていますが、基本的には委託を受けた状況で

お話を申し上げますと、けんもほろろにお断りした事実は全くありません。それはちゃんと調べてく

ださい。（「はい、わかりました」と呼ぶ者あり）我々の中では、会議室は所属する団体だけに貸与

します、その登録した団体。事務機器・コピー機については、登録団体を優先としながらも自治会等

も使えるという形でやっていますから、そういう扱いは一切やっていません。それは誤解です。 

○副委員長（岡野）  谷嶋委員。 

○委員（谷嶋）  これは長くなっちゃうからこれで終わりにしたいと思ったんですけれど、断られたと

いうことは事実なんですよ。事実なんだけれども（発言する者あり）まだしゃべっています。事実な
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んだから、それも実際的にあったということです。だから、運用面をちゃんとしっかりしてほしいな

と。実際にあったということなんだから、事実は事実なんです。（発言する者あり）つまり、そうい

う面があったということだから、運用面をしっかりしなさいよと。 

○副委員長（岡野）  福井委員。 

○委員（福井）  市民活動推進センターをどう運用するかはこれから検討するべきでしょうけれども、

ただ白井市としては市民活動と協働という意味で市民参加を打ち上げているわけですし、政策の大き

な大きな柱の一つとして市民参加ということをうたっているわけですから、それを推進する意味でも

この施設は必要なことなんですよね。 

 ですから、その辺はやっぱり御理解いただいて、市民参加と協働ということを白井市が市政の柱と

している、それをこれから──もしかすると、今までは不十分なところがあったかもしれませんけれ

ども、これからはより一層進めていこうと。そのための拠点として整備をするということですから、

そういった御理解をしていただければよろしいんじゃないかなと、私は思います。 

○副委員長（岡野）  はい、わかりました。事務局の補足を、議員さんにしていただいたという形にな

りました。 

 加藤委員。 

○委員（加藤）  もう一つ。ちょっと間違えてもらうと困るんですけれども、市民活動推進センターと

いうのと市民活動推進センター運営協議会というのは違うんですよね。（「別です」と呼ぶ者あり）

これ間違えないでくださいね、まず第一に。 

 市民活動推進センターというのは、先ほど説明がありましたように、白井市全体の市民活動をどう

やってサポートしていこうかということのためにやっているはずなんですよ。それで、市民活動推進

センター運営協議会というのは、それを何とかふやしてサポートしていきたいということで、市のほ

うから少し、それも長期間稼働してくれよという形でもってやっている部分が協議会なんですよね。 

 それで、ここがずっとやっている白井市文化団体協議会さんなんかはこの市民活動推進センターに

登録しているんです、はっきり言って。ですから、逆に言うと、市民活動推進センターも登録団体の

一団体だよということを理解しておいてほしいんですよ。そうすると、今の女性議員さんの話とはち

ょっと違うんじゃないかなと思います。 

○副委員長（岡野）  ということで、大分、委員間での意見が違うようですし、誤解やその他もあるよ

うですので、そういったいろんな意見が出たということを事務局は受けとめて今後の計画を進めてく

ださい。 

 その他に、どうしてもという御意見はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（岡野）  ないようでしたら５分間だけ休憩いたします。４０分から再開いたします。 

 あとまだ議題がいっぱいありますので、５分で我慢してください。 

〔休憩〕 

○副委員長（岡野）  それでは、引き続いて再開いたします。竹内委員。 
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○委員（竹内）  私も予定がいろいろあるんですけれども、何時までやるつもりでございますか。 

○副委員長（岡野）  今、予定は６時を目指してやっております。 

○委員（竹内）  ５時半に約束しているものですから……。よろしいですか。 

○副委員長（岡野）  あっ、そうですか。それでは、途中退席ということで。 

○副委員長（岡野）  はい。そういう意見が出ましたので、これからなるべく簡潔に議論を進めたいと

思います。御協力をお願いいたします。 

 次に、議題３－③、議場の多目的利用及び設備機能についての審議に行きます。（「委員長、申し

わけございません」と呼ぶ者あり） 

○事務局（湯浅）  ここで１階の各種計画のおおむねの配置について御了解いただけるかどうかの採決

なり、もしくは御意見お願いしたいと思います。 

○副委員長（岡野）  はい、わかりました。 

 議論等で特に１階の計画についておおむね御了解いただいたと思うんですが、そういうことで今日

の御意見も踏まえて計画を進めるということでよろしいでしょうか。（「はい」「１つだけありま

す」と呼ぶ者あり）藤森委員。 

○委員（藤森）  新築棟の１階の総合カウンターとフロアマネージャーカウンターと２つありますけれ

ど、私もいろんなホームページなどで調べて最近の傾向を見ていますと、総合案内所というのは１つ

あって、そこで全てを賄うというのが多いんですよね。だから、この２つをつくるのは、人も必要だ

し場所も必要だということで、少し検討していただきたいと。その辺のこと費用と場所等を、これか

ら他の自治体の状況等もごらんいただいてもう少し検討していただきたいと思います、ここだけは。

（「同じ質問でいいですか、関連したこと」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（岡野）  猪狩委員。 

○委員（猪狩）  私も同じようなことを質問しています、全く同じもの。それで、他の自治体の例とし

ては、町田市、千代田区、つくば市、福島市、これ人口がまるで違いますよね。多分、１桁ぐらい違

うところもあるんじゃないですか。白井市は６万人ですから、６万人の分をわきまえた形がいいんじ

ゃないかなと思いますよね。２つに分けるというのは、それだけ人件費もかかるわけですから。この

事例は余りにも、まちが大き過ぎます。 

 以上です。 

○副委員長（岡野）  という意見が出ております。高山委員。 

○委員（猪狩）  それとよろしいですか、もう一つ。 

○副委員長（岡野）  はい。 

○委員（猪狩）  さっきの軽食コーナーがございますよね。私は、この軽食コーナーを反対しているわ

けではないんですよ。あくまでも福祉センターと、あと文化会館に同じような名前のところがあるか

ら、そのデータを見て、それでこちらに必要であればつくればいいんです。 

 ただし、お客さんが来ないのにつくってもしようがないから、差別化をするならして、それで「こ

こはこうで、そこはこうだ」「こういう格好だ」ということをデータで証明した上で、それで「ここ
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はこういう形にするから」というつくり方をするならいいんです。ただ、漠然と──大体もう回答を

見ると、具体的な回答が少ないですよ。ですから、やはりそれはもう少し実態調査というのは大事で

すから、その上でつくるならつくって。後で空き家じゃ困っちゃいますんで、ひとつ、よろしくお願

いします。 

○副委員長（岡野）  高山委員。 

○委員（高山）  総合案内カウンターとフロアマネージャーカウンターというのは１つにしたらいいと

いうのが、私の意見なんです。成田市役所は、総合案内所に行きまして何かちょっと用件を言います

と、案内所の人がちらっと見てその課の職員を呼んで対応していらっしゃるので、白井もそれでいい

んじゃないかなと思います。 

○副委員長（岡野）  というような意見を踏まえて、この計画を進めてください。 

 ということで、今回提示された概略の計画案で進めるということで、賛成の方は手を挙げてくださ

い。 

○副委員長（岡野）  ありがとうございました。この方向で決定いたしました。 

 次に、移りますが、議題３。 

○事務局（湯浅）  順番は、議場の多目的利用のほうです。 

○副委員長（岡野）  そうですよね。 

 議場の多目的利用及び施設の機能について、審議いたします。資料は、３－③、３－④です。事務

局から説明願います。岡田担当。 

○事務局（岡田）  それでは、資料の３－③と３－④について御説明いたします。 

 まず最初、３－③につきましては、議場の多目的利用ということでございます。この議会の機能で

ございますけれども、庁舎整備基本計画の中では基本方針の一つとして「市民の声が集約される議会

機能を確保した庁舎」ということで位置づけをさせていただいております。議場ですとか委員会室を、

休会中の有効活用が図れるよう多機能化を検討するということにしております。もう一つ、現状の議

場システムを見直し、情報化と情報発信機能を調査することなどとしていることから、今回提案をさ

せていただいているところでございます。 

 まず、この３－③、３－④でございますけれども、こちらにつきましては、８月の２５日に議会側

で、議員全員協議会で審議をいただいた結果ということになってございます。 

 まず、資料３－③でございます。 

 １案といたしましては、議場の家具を固定して使用し、高低差を設けることにより視野を確保し、

安定した議会設備の使用ができる案としております。 

 ２案としましては、議場の一部を可動式としまして、１００平米程度の床をフラット化することに

よって多目的利用を図る案とするものとしております。 

 ３案としましては、議場の家具を全て可動式としまして、２００平米程度の床を全てフラット化す

ることによって机・椅子などが自由に変更でき、レイアウト変更を可能とすることによって多目的な

利用を図る案としております。 
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 ４案につきましては、３案と同様ですが、議場の家具を全て可動式としまして、２００平米程度の

床を全てフラット化するというような案になっております。なお、この４案に当たりましては、机の

みを収納という可動式、椅子に当たっては議場に残すということが案となっております。 

 先ほどちょっと３案で説明をし忘れましたが、３案につきましては全ての家具を収納庫に格納する

ことによって、２００平米の空間を確保するような案となっております。 

 この４つの案につきまして、他市町村の事例や議会運営の観点からそれぞれ審議いただいたところ、

資料の３ページにありますとおりに、議場の多目的利用につきましては、多目的への対応を優先する

よりはコスト面、利用する範囲、文化会館などの施設の設置要項や利用状況などを考慮しまして、現

状の議場を基本に有効活用を図る方向がよいということにしてございます。なお、可動式家具につい

ては、他市の稼働状況が低いことなどを考慮しても、必要性が低いと考えております。このようなこ

とから、１案の固定家具案とするというような結論をいただいております。 

 続きまして、資料の３－④、議会の設備の機能についてでございます。これについても、８月

２５日の議員全員協議会で審議をいただいた結果になっております。 

 １枚目が、検討結果の一覧となっております。２枚目が、検討した設備の内容になっております。 

○副委員長（岡野）  皆さん、資料の確認ができていないようなので、ちょっと時間をとってください。

横長Ａ３の資料３－④、こういう表になっているもので、今説明していただいたものの後に議場の大

きな図面があります、４枚ほど。それをめくった後に、今の３－④の資料があります。御確認いただ

きましたか。 

 それでは、岡田担当、お願いいたします。 

○事務局（岡田）  それでは、進めさせていただきたいと思います。 

 まず、この議題３－④の１枚目でございます。こちらが検討結果の一覧になってございます。２枚

目につきましては、検討した設備の内容がわかるように写真つきの資料となります。３枚目につきま

しては、議場の中で実際にどのように配置するのかといったような配置図ということになっておりま

す。 

 現在、議場におきましては映像配信設備が導入されておりまして、インターネット上で議会の様子

を閲覧できるようになっていまして、また音響設備も導入されているところでございます。委員会室

においては音響設備が導入をされている状況です。議会側の検討結果の主なものといたしまして、議

場におきましては新たに議会資料等の映像化、それから採決の可視化、難聴者支援設備などが必要で

あると。委員会室につきましては、新たに映像配信設備などが必要であるとの結論をいただいたとこ

ろです。 

 この資料の詳細な説明につきましては、ＩＮＡ新建築研究所から説明をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○副委員長（岡野）  ＩＮＡさん、お願いいたします。 

○ＩＮＡ新建築研究所（大隈）  それでは、ＩＮＡの大隈から説明させていただきます。 

 まず、議題３－③の資料をごらんください。 
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 Ａ４版の比較表３枚とＡ３版の図面が４枚つづられたものです。済みません、１つにまとめてしま

っているのでちょっと見にくいんですが、表と図面をあわせてごらんいただければと思います。 

○副委員長（岡野）  前へ戻るということですね、議題３－③。 

○ＩＮＡ新建築研究所（大隈）  はい。３－③から……。 

○副委員長（岡野）  ページを戻してください。議場の大きな図面の前のほうへ戻ってください。Ａ

４の横の表になっているものです。 

○ＩＮＡ新建築研究所（大隈）  それでは、皆様、事前にごらんいただいていると思いますので、Ａ

４版の比較表に沿って概略を説明させていただきます。 

 まず、多目的利用ということにつきましては、先ほど事務局からの説明にありましたとおり、各案

で多目的利用が可能になるスペースの大きさに違いがあるということでございます。 

 続きまして、将来の議員定数変更等への対応、フレキシビリティーについてでございます。この点

につきましては、可動家具であれば、将来の議員数の増減や配置の変更に対応できるメリットがある

という点でございます。 

 続きまして、家具の収納スペースということです。これが今回の４つの案の比較の中での一つのポ

イントになってまいりますが、一部可動家具案の２案・４案につきましては、可動家具を収納するた

めに２６平米程度のスペースが必要になってまいります。その分ほかの部屋が削られることになりま

すが、この大きさにつきましては現状のプランの調整で対応できる範囲であると考えております。全

ての可動家具を収納する３案につきましては、約６０平米程度の収納スペースが必要になります。 

 例えば、傍聴席の下部に収納庫を設ける場合には、傍聴席の床レベルを約２.５メートル程度上げ

る必要があります。その分余計に天井高も必要になるため、工事費のコストアップということになり

ます。また、その場合、傍聴席へのアプローチが階段となってくるために、バリアフリー上も望まし

くないという点が出てまいります。 

 続きまして、視界の確保ということです。１案・２案につきましては、議場内に段差を設けており

ますので、発言者の方への視界を皆さんから確保しやすいということになります。それに対しまして、

議場内の床をフラットにする３案・４案につきましては、発言者の方への視界を確保しにくいという

点が上げられると思います。 

 １枚めくっていただきまして、議会のセッティングという項目です。２から４の案につきましては、

各可動の家具をほかの利用のために動かした場合には、議会の開催に先立ってセッティングが必要に

なってまいります。家具の移動や議場システムの配線接続・動作確認など、そういったセッティング

が必要になりますので、事務局の負担が増すことになります。また、全ての家具を動かすことが可能

な３案・４案につきましては、これは目安としてですが、このセッティングに約２名で二、三時間の

作業が必要になるということで事務局への負担が大きくなってまいります。 

 続きまして、議場システムにつきましてですが、詳しくは次の３－④で説明させていただきます。

有線・無線のシステムがありますが、性能が安定しており、コストも安い有線のシステムを前提とし

て検討をさせていただきました。可動家具の席につきましては、床にジャックを用意して移動のたび
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に抜き差しするということで、この有線のシステムに対応が可能です。 

 続きまして、議場らしさの演出というところです。可動家具の場合には、固定家具と比較して家具

を省スペースで収納することができるようにするためにデザイン上制約があるということと、どうし

ても固定家具・固定式のものと比較してグレード感が劣るという点があります。また、１・２案の議

場内に段差がある場合には、求心性のある議場空間ができます。 

 続きまして、家具の耐久性ということです。やはり、どうしても可動家具の場合には動く部分の故

障が発生する可能性がありますので、固定式のものと比較すると耐久性が若干劣るということがいえ

ると思います。 

 続きまして、多目的化によるコスト増の比較です。これにつきましては、可動家具はやはりどうし

ても固定式のものと比較しますとコストが高くなるということと、３案につきましては先ほど申し上

げましたとおり、収納庫を計画すると余分に天井高が高くなるというあたりの追加の工事費が出てま

いりますので、コストの比較としましては１案を１.０としますと、２案が１.０２、３案が２.４７、

４案が１.１１というような比率になってまいります。 

 １枚めくっていただきまして、３ページです。多目的議場の事例についてなんですけれども、まず

一つ言えることは多目的に家具を動かす形での議場という事例は、全国的に見ても数は非常に少ない

ということが言えると思います。そして、下の表を見ていただいてもわかるとおり、多目的利用の議

場の事例としましては、比較的議員数の少ない小規模な議会の例が多いということが上げられると思

います。また、実際に多目的利用をされているかどうかということにつきましては、多目的利用をメ

インに計画されている東庄町の例、また一番新しい設楽町の例を除いては、実際のところ余り他の用

途には利用されていないというのが実情のようでございます。 

 以上の検討につきまして議員全員協議会で御検討をいただいた結果につきましては、先ほど事務局

からの報告があったとおりでございます。 

 資料の議題３－③の説明については、以上でございます。 

○副委員長（岡野）  ありがとうございました。 

 これで事務局及びＩＮＡさんの説明が終わりましたので、質疑に移りたいと思います。質問がある

方は挙手をお願いいたします。藤森委員。 

○委員（藤森）  まず、今回の設計をした場合、固定式にした場合の総費用っていうのはどれくらいか

かるんでしょうか。 

○副委員長（岡野）  把握されていますか、ＩＮＡさん。 

○ＩＮＡ新建築研究所（大隈）  ＩＮＡの大隈です。 

 今回の比較表で、比率で表現させていただきました１.０というのが、約３,５００万円というとこ

ろでございます。 

○副委員長（岡野）  もうちょっと大きな声で。３,５００万円ですか。 

○ＩＮＡ新建築研究所（大隈）  はい。約３,５００万円です。 

○副委員長（岡野）  それは２.４７倍と。幾らになるんですか。岡田担当、どうぞ。 
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○事務局（岡田）  ２.４７倍いたしますと、８,６４５万円でございます。 

○副委員長（岡野）  ありがとうございました。 

 ほかにはありますか。今の関連ですか。藤森委員。 

○委員（藤森）  今の３,５００万円というのは、つまりここで言えば椅子・机、それから会場内の設

計等の全てを含んだ費用ですね、議場の設備も含めた。 

○ＩＮＡ新建築研究所（大隈）  ＩＮＡの大隈です。 

 今先ほど申しました３,５００万円というのは、議場の家具一式の価格でございます。議場の家具

です。 

○委員（藤森）  家具ということは、机と椅子だけですか。 

○ＩＮＡ新建築研究所（大隈）  そうです。机と椅子、それからあと今回３案につきましては、天井高

を上げる工事費というのがプラスになってまいりますので、それを加算して２.４７ということにな

ります。 

○副委員長（岡野）  藤森委員。 

○委員（藤森）  今おっしゃった机・椅子だけということは、それしか変更しないということですね。

つまり、会場内については例えば、床の問題とかそういうところは変更しないということですね、原

則。今、これそういうもとに算定されたわけですね。 

○ＩＮＡ新建築研究所（大隈）  はい、そういうことです。１案から４案において、それ以外の部分に

つきましては共通ということで考えております。 

○委員（藤森）  じゃＩＴ関係の費用は抜けているわけですね。 

○ＩＮＡ新建築研究所（大隈）  そうです。議場システムにつきましては、入っていません。 

○委員（藤森）  議場システムのところは、これには入っていないということでよろしいんですね。 

○ＩＮＡ新建築研究所（大隈）  はい。 

○副委員長（岡野）  そのほか。どうぞ、加瀬委員。 

○委員（加瀬）  この内容は床をフラットにした場合で多目的なんですが、上を見ると固定の場合は段

差があると見えますけれども、そこで当然やはり床の加工費も違うでしょうし、あと私は今回、多目

的議場の写真を当方で資料として出したんですが、少ないとはおっしゃっていましたが、近年は議事

を多目的に使う方向で動いている自治体さんが多いというふうに聞いています。 

 できれば、固定をしてしまったその場所は議場としてしか使えないということになってしまいます

ので──ふだん使うということも考えていらっしゃるかもしれませんが、何かあったとき、地震が起

きたとき、例えばこの間のような震災があったときに、もしこの議場が多目的にフラットになれば、

その避難場所の一つに使えるというようなことも、何かあったときの場合の多目的使用ということも

頭に入れて設計を考えていただけたらよろしいかなというのが、私の意見です。 

○副委員長（岡野）  ありがとうございました。 

 加瀬委員から提供いただいた資料は、どこでどういうふうに確認すればいいですか。せっかくいた

だいているので皆さんに確認していただきたいんですが、事務局からちょっと説明してください。き
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ょう配付した資料だそうです。加瀬委員、写真をありがとうございました。 

 そのほか、御意見。猪狩委員。 

○委員（猪狩）  内容をちょっと質問させていただいたんですけれど、我々準備委員会でもこの前の委

員会でも、たしか、つくば市を訪問したと思うんですが、あれは本当の会議室だったんですよね、議

会は。ですから、あそこまでかどうかは別としても、あの大きなつくば市でさえ、あれぐらいのもの

で我慢しているわけですよ。 

 それで、この資料で見ますと、要するに床が階段になれば天井が上がりますよね、恐らく。そうす

ると、天井にもお金がかかります。だから、そういう面で、トータルしてどれぐらいだというのを出

してもらったほうが比較しやすいですよね。それで、議会は年にどれぐらい使うんでしょうか、それ

の実態調査。それと傍聴者もどれぐらい来ているんでしょうか、年間。一般にどれぐらいと。だから、

そういう数字も含めた上で結論というのは出すべきかなと思うんですけれど、いかがなものでしょう

か。よろしくお願いします。 

○副委員長（岡野）  今、つくば市の事例が出しましたが、ほとんどの委員はつくば市のことをわかり

ませんので、落合担当の回答がいいですか。 

 記憶の範囲では当時、つくば市議会の議場と委員会が背中合わせで配置されていて、その辺がちょ

っとまだよく理解できていないので、多分議場は天井の高い一般的な議場になっていたと記憶してい

るんですよ。それで、その隣にあわせて特別委員会か何かがあって、その特別委員会を我々が見たん

じゃないかな。それが可動式でということで、ちょっと私の記憶が定かではなくなっていますので、

落合担当のほうからお願いします。 

○事務局（落合）  事務局落合です。 

 茨城県つくば市の市役所へ３年ほど前に行ったんですけれども、そのとき議場のほうも見させてい

ただきましたが、なだらかなスロープ状になった議場でございました。先ほど副委員長からも言われ

ていたように、天井高はやはり通常の議場のようなちょっと高い形にはなっていました。あと傍聴者

の席のほうなんですけれども、やはり議員席より一段上がったような位置にございました。で、議長

席の裏側に委員会室につながる扉がついていて、議会が開催されているときはそこを執行部の控室と

して利用しているということをお聞きしました。 

 以上でございます。 

○副委員長（岡野）  はい。それとそのほかも猪狩さんから、いろいろ御意見がありましたが、あとは

出たと思いますのであわせて、じゃ藤森委員から。 

○委員（藤森）  私は、議場のあり方について、ちょっと考える必要があるのかなと。といいますのは、

現在の議員定数は２１名なんですよね。議場の使用日数は、私が計算したところ、年間で１カ月、お

およそ。１回の定例会が大体７日間として４掛ける７で、二十七、八日になるなと。あとの１１カ月

はあいているわけです。費用はどれぐらいかかっているのかわかりませんけれども、現施設について

言えば数億円かかっているはずなんです。 

 今回の施設についてを見ましたら、３,５００万円というのが机と椅子だけ。それにいろいろ周り
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のものがついてくると思いますけれども、やはり一番問題なのは、それだけ金をかけている割に

１１カ月あいていて何も使わないということは、やはりこれは無駄だなと。それを有効に活用するっ

ていうのが、それこそ今回の委員会に付託された課題じゃないのかなと。そういうふうに考えますと、

私は当然費用の問題が絡んでくると思います。固定式にするか、あるいは可動式にするか。 

 そこの中の今回の提案型で見ますと、一部可動式あるいは一番最後の提案の４案です。つまり、い

ずれにしろ全部固定式にしちゃうと、これは多目的な利用ができないと。で、フラットな平面化もで

きないと。それを例えば、この４階のフロアの図面を見ていただくと、この議員関係の部屋には議場

のほかに大会議室・中会議室、それと会議室が多数ある。多分、大会議室・中会議室は、これは全員

協議会あるいは特別委員会あるいは人数の多い会議をやる場合には使っているわけです。 

 ところが、大委員会室は議場を使っているときには委員会は開かれないんですよ、大委員会室も中

委員会室もあいていると。そうすると、私が言いたいのは例えば、その議場の空間をフラットにして

可動式にしちゃうか、あるいは一部可動式にすれば、大会議室も中会議室も必要ないんです。そのほ

かに会議室は必要ですが。 

 そうすると、ちょっと図面を見ていただきたいのは、先ほどの４階の図面ですから４ページ、ナン

バー４の議題３－①の No.４をごらんになっていただきたいと思います。４階フロアの設計図の図面

になると思います。私が主張するのは、議場が今３１３平米あります。これを一部可動式にすると、

私が計算したところによると、この中に大体１５０平米とれます。一部可動式にするということは、

つまり先ほどの事例から見ますと、２案の一部可動家具です 

 そうすると、それを大委員会室の大きさと比較しますと、十分これできるわけですよ。だから、そ

ういう活用法をやっぱりやっていくべきだと。それと同時に、そうすることによって、執務室あるい

は職員の会議室等に十分活用できると。そういう活用を、やっぱりやっていくべきだと。私は、例え

ばここで演芸等いろんなコンサートとかそういうことに開放しろと言っているんじゃないんです。つ

まり、市役所の中で有効に活用する方法を見れば、費用的にも効率的にも議場が十分活用できる。 

 それからもう一つは、私はこの椅子・机について幾らかかるかよくわかりませんけれども、ちょっ

とＩＮＡさんに聞きますが、議員あるいは議長の机・椅子について、大体単価は幾らぐらいで見積も

っておられますか。 

 例えば、私が調べた習志野市役所の今これ白井市とほぼ同じスケジュールで計画しておりますが、

それを見て行きますと、その中に提示されている例えば議長室の机が約３００万円、これは一般の議

員さんの机が３５万円ということですよね。それから、椅子がやっぱり同じ値段ぐらいしているんで

すよ。だから、これだけやっぱり高いんです。これを高いと見るか安いと見るか、これはそれぞれ御

検討いただきたいんですが、それぐらいのお金がかかっている議場なんです。 

 だから、それを１１カ月間全く使用しないであいているままにしているというのは、やっぱり今の

状況から見ると、私は許されないだろうと。市民課の方が見て、納税者の立場から見ても、それは許

されないことだと思います。だから、ぜひともこの議場については、多目的化をやっぱり実施してい

ただきたいというふうに、私は思います。 
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 以上です。 

○副委員長（岡野）  わかりました。この議場に関しては、議員全員協議会のほうで、ある結論が出て

おります。これは議会事務局と議員さんということで、議会側の意思がはっきり出ています。我々は

部外の検討委員会ですから、どっちをどうしろという話ではなくて、あくまで部外の我々検討委員会

としての意見を議会側に投げかけるというところだけにとどめますので。 

○委員（藤森）  それはちょっとおかしいでしょう。やっぱり全体的なことを決めるのは、この委員会

です。議会は、あくまでも補足として意見等を求めているだけなんですよ。だから、副委員長、履き

違えないでください。 

○副委員長（岡野）  わかりました。じゃ、その点について、事務局はどう考えますか。 

○事務局（湯浅）  議会の運営ですとかそういったものについては、当然議会のほうのお話を聞かなけ

ればいけないと思います。それで、今回、我々は箱物の関係でここを協議させていただいております。 

８月２５日に議員全員協議会で、ある一定の結論が出ております。当然、議会を運営するのは議会

ですので、運営に当たっての議会の意見を最優先しなければいけないと、そのような形で考えており

ます。分けていただきたいのは、箱物のそういった設備ですとか形式をどうするのかっていう形の御

議論はいただいたとしても、例えばその中の運営についてまでこの場で意見を出すのはなかなか厳し

いのかなという形で考えております。 

○副委員長（岡野）  ちょっと待ってください。そうすると、運営というと例えばこれ多目的に使うと

するでしょう。そうすると、まず土・日に使えるのかどうかというのは、これ運営の問題です。当然、

予約ができるのかどうか。それから、通常は上まで使わせてもらえるの。今までの話は、１階だけは

土・日を使おうということでやってきました。それを４階まで、一般の方が平日使えるようなことは

可能なんですか。実際の議会運営上の話をしてください。 

○事務局（湯浅）  現状で申し上げますと、一般の方に議場を土・日もしくは夜間・平日を含めまして

貸し出すことは可能かと思うんですけれども、実際問題で行きますと、土・日につきましては警備上

の問題がありますので貸し出すことは不可能かと思います。なおかつ、議会については臨時議会なる

ものが開かれる可能性が大です。したがいまして、例えば２カ月後の何曜日にそこの議場を予約した

いというお話があったとしても、その臨時議会という制度がある限りはなかなかそういった予約をと

ることは難しいのかなという形では考えております。 

○副委員長（岡野）  藤森委員。 

○委員（藤森）  私が今申し上げているのは、そういう市民の会合のことではないんです。役場内での

活用、空いたところを有効に活用するという立場から申し上げているんです。 

 それから、もう一つは、大事なのはやっぱりここなんです。総費用はどうなるかということは、や

はりこの委員会で決めることなんです。理由は、どういうふうに──議会側のいろいろな用はあるで

しょう。それは尊重するんです。しかしながら、総費用絡みで果たしてどうなるかというのは委員会

で決めるのが、それがこの委員会です、費用のことについては。だから、十分そのことについてはや

っぱり論議するべきだったんです。議会側の議会の考え方についても論議するべきだし、それから費



- 49 - 

用のことについても、我々としてどうするべきかということは十分この場で意見を述べ合うべきだと

思います。 

○副委員長（岡野）  わかりました。 

 渡辺委員。 

○委員（渡辺）  私、以前のこの委員会では議会について最終的には議会が判断すべきものということ

で、それを前提に市民的な感覚をお伝えしましたが、藤森委員の意見書を拝読しまして、私の感情と

ぴったり一致していますので、ぜひ市民公募、学識委員の皆様のご意見を伺った上で、希望としては

藤森委員の御意見の方向で検討を進めていただければ、市庁舎が有効活用され、税金も有効活用され

るんじゃないかと思っております。 

 以上です。 

○副委員長（岡野）  ありがとうございました。要するに、今の渡辺委員と藤森委員の有効活用の定義

が、岡田さんの考えている有効活用とちょっと違うでしょう。藤森委員は、庁内で有効活用しなさい

と。多目的に使って、より今の面積をほかの階も含め、執務室も含めて有効的な活用を考えてほしい

という提案です。それと別の委員さんは、そうじゃなくて「土・日、市民に開放する」という有効活

用を視野に入れた発言だったことというふうに思うんです。 

 事務局のお話ですと、土・日あるいは予約制で議場を市民に開放するのは、運営上ちょっと難しい

という回答でしたよね。その辺を一応共通の認識として持った上で、これからの皆さんの御意見を伺

いたいと思います。清水委員。 

○委員（清水）  私は、これやっぱり三権分立といいますか、議会と執行機関と警察、それが余り明確

にならないような、そういうプランは余りよくないなと思います。やっぱり少し勘案すべきだと思う

んです。 

 それで、この議場のほうをフラットにしてここをダンスホールにするのは、それは構わないと思う

んです。だけれど、執行機関のほうで役場として使うといいますか、そういうのは少し線を引くべき

なかと、私は思います。ですから、その意味では警察署が役場の中に一緒に入っているんだから、警

察などが交通安全の講習をやるのに庁舎の講堂を使うといいますか、やっぱりそれはちょっと考える

べきだと、私は思っております。 

○副委員長（岡野）  わかりました。 

 福井委員。 

○委員（福井）  議会のほうでも藤森委員のおっしゃったようなことは議論にありまして、多目的とい

うのはどういうふうに定義するのかっていう話があったと思うんです。幾ら多目的といっても、市民

に開放するとか、そこで音楽会をやるとかということについては、議会としてはちょっと考えられな

いだろうと。 

 それではどうなのかっていうところで、執行部のほうで例えば教育委員会だとか政調会議だとか、

そのほうについては配信もできるわけです。ネット配信もできるわけですから、議場でやっていただ

いたらいいんじゃないかと。そのほうが市民にしっかりと、あるいは委員会も含めてネット配信がで
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きるような仕組みの中でやってもらうような検討をきちんとしてもらった上で、多目的というのはそ

の使い方として使うのならば、今の議場の形のままでも一番安い経費の中でも、運用の中でそういう

ことはきちんとやっていけるだろうということで、今回この結論が議会の中では出たと、私は思って

おります。 

○副委員長（岡野）  ありがとうございました。 

 猪狩委員。 

○委員（猪狩）  議題３－③の次のページの一番下に、金額が「多目的に使用すると」というコストの

ことが出ていますよね、１.０とか１.０２とか２.４７とか１.１１と。これは先ほど言ったように、

建物のほうは入っていないわけですよね。ですから、比較する資料を（「いえ、入っている」と呼ぶ

者あり）入っていると言っていましたか。 

○副委員長（岡野）  結局これは、１.０が椅子と机だけ。 

○委員（八嶋）  それで、２.４７というのが、建物を大きくしなきゃならないということで倍になり

ますよという話です。 

○副委員長（岡野）  そのほか。ありませんか。 

 それでは、この議場の設備の話を少し進めますか。 

 次の議題の可動式、その他については、我々も委員会として今ここで解決してどうしようとなるん

ですけれども、難しいところなんですよ。福井さんから先ほど説明があったように、委員会室もイン

ターネットで配信できるようになるんだという全体の説明が簡単にありましたけれども、写真のこの

説明を含めてどういう機能がそれぞれの部屋が持っているのかというのを、もう一度ここで確認した

いと思うんですよね。議題３－④のほうに、カラーで。 

 ３の④の設備機能についても、我々、理解をした上でいろんな庁舎の多目的利用の意見交換をした

いと思います。ＩＮＡさん、３－④のほうの説明をちょっとしてください。 

○ＩＮＡ新建築研究所（小野）  ＩＮＡの小野と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の資料の３－④、Ａ３の一覧表形式のものになります。 

○副委員長（岡野）  確認できましたでしょうか。先ほどの説明が事務局の岡田さんとかからありまし

たけれども、その辺もう一度詳しく御説明いただいて……。確認できませんか。３－④です。 

 それでは、ＩＮＡさん、お願いします。 

○ＩＮＡ新建築研究所（小野）  まず、こちらの表の見方について御説明のほうをさせていただきます。 

 まず、左側の欄から、区分としまして、議会におけます議場ですとか委員会室の部屋の部分の名称

になります。 

 右に移りまして、こちらが設備の機能、こちらのほうは①映像配信設備、②議会資料等の映像化、

③採決の可視化などがございます。 

 続いて、右のほうに移りまして、こちらの機能に必要な設備とか機器です。また、右に移りまして、

機能の内容です。こちらのほうにつきましては、次のページで後ほど御説明のほうをさせていただき

ます。 
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 次に、一番右側の欄になるのですが、こちらが先ほど事務局さんのほうから御説明がありました、

８月２５日の議員全員協議会のほうで御審議いただいた御意見の内容になります。基本的には現状の

議場システムの機能を維持しつつ、他の庁舎の事例も踏まえながら議会の流れも考慮しまして、例え

ば③の採決の可視化ですとか、あと投票の電子化、こういった機能のほうを今回導入したいとの御意

見をいただいております。あとは真ん中あたりに、大・中委員会室の①の映像配信設備というところ

で、委員会室のほうにも開かれた議会を目指すというところで導入をしたいという御意見をいただい

ております。 

 次に、こちらの機能の具体的な内容になるのですが、資料を１枚めくっていただきまして、写真つ

きの資料でございます。こちらは時間のほうがちょっと押しているかと思いますので、今回新たに必

要であると御意見いただいたものについて御説明をさせていただきます。 

 まず、①の映像配信設備でございます。こちらは議場のほうには既に入っているかと思うのですが、

ビデオカメラで議場のほうの映像を映しまして、例えば庁内のロビーですとか、そういったところに

その映像を配信するといったものでございます。 

 次に、②の議会資料等の映像化というところなんですが、こちらのほうは例えば議会で使用する資

料など、こちら右側に写真があるのですが、プロジェクターを用いましてスクリーンのほうにその資

料の画像を映すとか、あとその右側の表示ディスプレーということで液晶モニターのほうを用いまし

て、この資料の画像を映すといったものでございます。 

 次に、③の採決の可視化、投票の電子化というところなのですが、こちらのほうは各議員さんの席

に「賛成」・「反対」意見というボタンのスイッチを設置しまして、そのボタンの押された集計結果

を、先ほどの表示ディスプレーと液晶モニターなどのほうにこの結果を映すといったものでございま

す。 

 次に、④の難聴者支援設備というところで、こちらは傍聴席のほうにポータブルのイヤホンのつい

た補聴器のようなものを持っていただきまして、難聴者の方にも議会のほうに参加していただくとい

ったようなことでございます。 

 最後のページになるのですが、こちらのほうが議場、あと委員会室の各機器の配置を、あくまで現

状では案なのですが、配置したものをつけております。 

 内容の説明としては、以上です。 

○副委員長（岡野）  ありがとうございました。 

 ということは、今の議場機能プラス大委員会室からも映像配信できるということをつけ加えて、そ

ういうことを踏まえて対応等どういうふうに使えるんだろうかと。今の設備機能はちょっと強化され

たので、その辺も含めて意見を出してください。 

○委員（藤森）  この辺も設備費用として幾らかかりますか。それとあわせて、最近この設備を利用し

ている自治体の例があるのかどうか、これに匹敵する。その２つをあわせてお願いします。 

○ＩＮＡ新建築研究所（小野）  今回、新たに必要であるという御意見をいただいた項目のほうになる

のですが、まず議会資料等の映像化といたしましては。 
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○委員（藤森）  総費用で結構です。 

○ＩＮＡ新建築研究所（小野）  ちょっと今出しています。時間がかかるので、後で。 

○副委員長（岡野）  後でいいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ほかに意見はありますか。猪狩委員。 

○委員（猪狩）  先ほどちょっと私、間違ったのかどうかわからないんですけれど、３－③という表が

ありますよね。これは１・２・３・４案ということで、固定から可動まであるわけですよね。これの

比較をして選ぶわけですよね、今回。この中の金額というのは、今回提示されていないんですか。 

○副委員長（岡野）  いや。だから、今その質問が出ているんです、藤森さんから。それで、一つ一つ

の設備機能が今いろいろ入りましたよね。そういったことも含めて……。 

○委員（猪狩）  だけれど、設備は一緒としての条件じゃないんですか。 

○副委員長（岡野）  今説明した椅子と、建物の階高が高くなる値段が、この表に「１対２.４７」と

出ていますよと。そのほかに今、設備に新しい機能を付加しましたという説明があったんですよ。そ

れに対して設備の金額は幾らなんですかという質問が、藤森委員から出たわけです。今は、そういう

状況です。 

○委員（猪狩）  はい。 

○委員（藤森）  総費用、事例ごとの総費用というのは、どのくらい……。 

○副委員長（岡野）  いや。その総費用の出し方というのは、ちょっと私自身もイメージわからないん

だけれども。 

 ＩＮＡさん、藤森委員の言っておられる意味は理解できますか、総費用という。 

○委員（藤森）  というのはなぜかというと、固定家具案と一部可動家具案、つまり議会で検討された

案が４つありますよね。これについて、それぞれの総費用は幾らかかっているのかということを知り

たいわけです。総額です。それには設備費用が入っていない、先ほどおっしゃった。 

○副委員長（岡野）  設備費用は、１・２・３案で同じということです。よろしいですか。 

○委員（藤森）  同じと。 

○副委員長（岡野）  よろしいですか。 

○委員（藤森）  はい、わかりました。失礼しました。 

○副委員長（岡野）  ほかになければ、ちょっと先ほどの話、前に戻しますが、この委員会の意見と議

会事務局のほうの意見と、どうすり合わせて今後進めるかという話なんです。これは大変難しい話で

すけれども、箱物に関することは当然この検討委員会で検討していいと思うんですが、運営にかかわ

るようなことと明快に分けられるかどうかなんです。特に、対応とかを考える場合に、これは運用方

法と密接にかかわることですから、その辺が大変難しいところなんです。 

 我々が今、事務局のほうから運営についての難しさ、土・日に使えない場合や予約がとれないとい

う話は今日聞いたものですから、そう意味ではちょっと戸惑いがあると思うんですよ。それで、市民

じゃなくて庁内でもっと運用、活用することも考えて検討してほしいという意見が出て、それに対し

ては今までやってこなかったんです、庁内の多目的化というのは。対応等の意味をちょっと限定して、
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これは議会のほうでやられたけれども、我々の委員会ではやっていないということですね。そういう

ことですよね。 

○委員（藤森）  それで、議会で論議されたことをちょっと伺いますけれども、さらに議場の例えば委

員会の全員協議会とか特別委員会とか、そういう場合に使えるっていうような方はどなたなんですか。

そうすることによって、議場と大委員会・中委員会室を同時に使うというのはあり得ないんです。委

員が全員、議会開会中は出ているわけですから。（発言する者あり）いやいや、どういう論議がなさ

れたのかということを聞きたいんです。 

○委員（福井）  ですから、まず多目的というのはどういうことを想定するのかというところで、音楽

会だとかそういうことも含めて多目的利用とするのか、あるいは庁内も含めて、あいているときには

会議等に利用するのかっていうところで話し合いがございました。 

 その中で音楽会等は、やっぱりそれは無理だろうと。文化会館があるし、中ホール・大ホールがあ

る白井市としては、音楽会等とかに使う必要はないだろうからと。会議に限って広く執行部も使えば

いいし、議会もいつでも使えるときは使えばいいんじゃないかという議論が出て、それだったら一番

お金のかからない今の１案の固定式でいいんじゃないかと。わざわざ可動式にすることによって多目

的化してもそれほど現実味は出ないんじゃないかという案があったところです。 

 ただ、大会議室と中会議室については、それも議場でやればいいんじゃないかという御意見もあり

ますけれども、大会議室なんかの場合は多分決算とか予算とかの委員会がありますと、職員の方がた

くさん入れなきゃいけませんので、それは議場では結局できないので大会議室というのが必要になる

と思っています。 

○委員（藤森）  広さの問題ですよね。大会議室は当然１５０平米ですよね。そうすると、私の計算で

は、ここに１５０平米はできるんですよ。広さが、議場内に。 

○副委員長（岡野）  ここって言ってもわからないんですが、どちらですか。 

○委員（藤森）  議場のほうに。そういう……。 

○委員（福井）  ただ、そこは議場の椅子を全部片づけるために人件費が要る、片づけなければ並べか

えられないんですよね。そうすると、２.４７倍のお金をかけて議場で机を動かしてまでする必要性

はないんじゃないか、というのが議会の中では出ています。 

○委員（藤森）  それは全部可動式の場合です。私が意見を出したのは一部可動式にした場合です。一

部可動式にすると、真ん中に１５０平米とれるんですよ。それをやれば、つまり図面の②で、これで

費用もほとんど変わっていないんです。 

○副委員長（岡野）  福井委員。 

○委員（福井）  そうしますと、今、藤森委員の御意見は、中委員会室とか大委員会室、そうすると中

委員会室の設備が要らないんじゃないかということになるわけですよね。 

○委員（藤森）  必ずしも設備のことを言っているんじゃなくて、私は面積のことを言っているんです。

この議場を有効活用することによって、大委員会室あるいは中委員会室等がここにできるんじゃない

かと。そうすると、当然設備がどうなのかっていうことは、そこまで考えていません。そのことによ
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って、そこの面積があくじゃないですか。それを職員の執務室にするとか会議室に対応ができるんじ

ゃないかということ、そういうことを言っているんです。 

○委員（福井）  ちょっとそういう議論はありませんでしたので、ただ費用対効果という意味で議会と

しては固定式でいいんじゃないかと。ただ、多目的に使うことに関しては、もちろん議会のほうから

もそういう提案は出ています。 

○委員（谷嶋）  補足なんですけれども、多目的に使うというのは誰でも、それは皆さんの協力があれ

ばということであります。さっき一部可動式、それから全部可動式ということがありましたので、議

員全員協議会の中でＩＮＡさんのほうに「ここでどのくらいの時間がかかるんですか、移動するの

に」と。だから、職員が大概議会事務局ですよね。それが５人しかいないのに、それで２時間も３時

間もいただいちゃうと、それで疲れちゃうと。それは使うところがやればいいんですけれども、その

規定も何もないし、だから一番はもう議会事務局と。そうすると、事務局もいろんな仕事があって、

それが人もまた足りないだろうと。仕事が多くなってくるだろうと。 

 可動式という案にした場合、こういうマイクも固定だと有線でできるわけですよね。有線って全部

こうやって録音ができるやつです。で、無線のやつもありまして、議会の本会議のほうでは構わない

んですけれども、逆にこういう会議をやったときに議会の中で秘密会というのもありますよね。それ

が今、無線だと全部傍聴できるそうなんです。秘密会というのはなかなかないんですけれども、そう

いうことがたまたまあることもあるんですよ。 

○委員（福井）  それは議論にはならなかった点ですよ。 

○委員（谷嶋）  でもそういう話もあったし、それと差し込みなんかも可動式だと、また傷みやすい。

こういう設備のほうが傷みやすいと、そういうのも話し合いの中ではありました。 

○副委員長（岡野）  藤森委員。 

○委員（藤森）  こういうふうに考えていただけませんか。今おっしゃっていることの内容を見ていま

すと、例えば２時間３時間かかるとおっしゃるけれども、一部可動家具案だと、そんなにかからない

わけですよ。一部可動式だと。一部可動式にすれば金額もかからないし、しかも人の手もかからない

わけですよ。だから、できないという意味じゃなくて、議場をいかに活用できるかという、そのこと

を念頭にやっぱり考えていただきたいです。そうすることによって余分なスペースもとれるし、金額

もかからないわけです。 

○副委員長（岡野）  わかりました。藤森委員のいろんな意見が先ほどから出ていますが、皆さん、大

体御理解いただけましたでしょうか。 

 総務部長、立場上、何か御意見あるかと思うんですが、お願いいたします。 

○事務局（内藤）  議場の関係は先ほどから出ていますように一応、１案の固定式ということで議員全

員協議会のほうでは結論を出していただいています。その中でいろいろ議論になったのは、かなり藤

森委員が言っていることと同じことです。先ほどから福井委員がおっしゃっているように、外部の人

を入れてコンサートをやるとか、そういったことはちょっと考えにくいだろうということで、それは

一旦除外をして。 
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 で、次に来るのは役所のその会議、それから教育委員会などいろいろな委員会があります。そうい

った会議に使うおうかということになりまして、議場そのものというのはインターネット配信とかそ

ういった設備も入りますので、ぜひそういったものには使ってもらったらいいんじゃないかと。その

ほかに委員会室が、委員会室等については多分これも今と同じ運用の仕方を想定して、役所も使いま

すし、そういった一般の会議にも使うということは前提にしているんだと思います。 

 その中で、何で固定式になったのかというところなんですけれども、千代田区の例ですとかそうい

ったことで可動式の議場をつくってあって、そこがどれだけ使われたのかっていう話が出ました。千

代田区の場合には年に１回ぐらいしか実際には使わないなどの話が出てきました。であれば、内部の

会議がありますので、議場は議場のままその会議とかに利用していただくことが経費的にも安く上が

りますし、そういった形で使うのであれば、ぜひ委員会としても使ってほしいという結論で、たしか

案の１になったというふうに、自分は記憶をしています。 

 あと、一番最初にあった一般開放するのかどうかという議論なんですけれども、この庁舎を管理す

るに当たり、基本的に２階以上は役所が休みの日に一般開放するということは前提にしておりません

ので、議場に自由に休みの日に入るとか、そういったことはないということで話は進めていただきた

いと思います。 

○副委員長（岡野）  わかりました。要するに、一般開放は運営上も非常に難しいということで、その

点については藤森委員も猪狩委員も、大体御理解いただきましたか。そうしたら、一部可動にするか

全部可動にするか、固定にするかという、そこですよね。対応等の定義はこれで決まりましたので、

議会と一致したということです。 

 猪狩委員。 

○委員（猪狩）  それで、運営まで今ここで議論しても無理なんですよ、それは。ですから、建物だけ

に限定した場合にフラットのほうが多目的に使えるか、多様化できるかという議論だと思うんです。

将来的に何にでも使えるのはフラットだと思うんですよ。それを階段にしちゃったら固定式ですから、

これしか使えないんですよ。それで、どこかほかの自治体の事例だって使いやすいシステムになって

いれば使うかもしれないけれど、使いにくいシステムだったら使わないんですよ。やっぱり遠慮があ

りますから。 

 ですから、そういう問題じゃなくて、あくまでも建物だけに限定にして、で、将来的に多様化にし

たいということであれば、フラットがやっぱりいいんじゃないかと思います。 

○副委員長（岡野）  今、猪狩委員は床をフラット化しなさいと。どうしても一部高くしたいんだった

ら、緩い勾配においてそれを処理してくださいという案です。これも構わないわけですよね、その意

味で。それで、一部可動にするか全部可動にするかなんですけれども……。藤森委員。 

○委員（藤森）  先ほどから再三申し上げていますけれども、費用的にもいろんな意味で考えて一部可

動式と固定式、比較したら大きな違いがあるんですよ、やっぱり。 

○副委員長（岡野）  使い勝手上、違いがあるということですね。 

○委員（藤森）  使い勝手上、狭い面積を有効に活用できると。それで、しかも職員さんの会合等も、
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ここで申し上げる場合は利用できるんですよ。そういうことを考えても、この費用は本当に

１.０２なんですよ。設置、いわゆる準備する時間もそんなにかからないんですよ。だから、ぜひと

もそういう面でもやっぱり、その費用対効果もきちんと出して一部可動式で、ぜひとも取り入れてい

ただきたいと。 

 なおかつ、机と椅子等について現在のものは使えないのか、あるいは、ほかにもあるわけです、議

場に。先ほどここに示されたように、他にも委員の机とかはやっぱり二、三十万円かかっているだろ

うと思うんですよ。だから、何もそれを捨てることはないんじゃないかと。十分活用できないかどう

か、その辺はＩＮＡさん、検討されたんでしょうか。 

○ＩＮＡ新建築研究所（楠部）  これからです。 

○副委員長（岡野）  福井委員。 

○委員（福井）  私、藤森委員のおっしゃることはよくわかるんですけれども、そうすると実際に数字

の問題ですよね。これだけ新しく会議室をたくさんつくられるわけですよね、今に比べて。で、また

ここにある３つの会議室は議会だけが使うわけではなく、執行部も使うわけですから。 

 そういうことを含めて、どうしても議場を使ってやらなければならない会議というのがなければな

らないほど会議の回数とか、そういうのがどれぐらいあるのかっていうのをやっぱり把握していただ

てもいいんじゃないかなと。今、どのくらい会議室が不足しているかということを、ちょっと確認し

てもらってもいいんじゃないかなという気がしました。 

○副委員長（岡野）  事務局は、その辺は把握されていますか。いや、以前もやっているはずですよ。 

○事務局（湯浅）  昨年度、各駐車場ですとか会議室の利用状況、レストランも含めまして資料がござ

いまして、何回目かの会議のときに皆さんにお示ししてあると思います。今日は資料を持っていない

んですが、御勘弁いただければありがたいと思います。 

○副委員長（岡野）  それでは、次回に。 

 そして、藤森委員が言っているのは、要するに議場が使えるようになれば、ほかにも会議室として

とされているプランをほかの執務室に使えるんじゃないかと、そういうことですよね。 

○委員（藤森）  要望……。１階の市民活動センターに２つの部屋がありますよね。ただ、あそこを

４階に持っていこうとは言わないけれども、あそこを広げることによって１階のほうはもっと広がる

だろうと思うんですよ。だから、そういうことを考えれば、４階にも職員の執務室はできるんだとい

うことです。単に会議室がふえるだけじゃ、余り意味がないんです。だから、職員の執務室もできる

し、それから職員間が大勢で使う会合もできると。 

○副委員長（岡野）  わかりました。議題がまだいっぱいあるので、この議場の対応とかは、今日決め

なくてもいいわけですよね。そうでしょう。（「大丈夫です」と呼ぶ者あり）設計のスケジュール上、

後でもいいわけですよね。（「はい、結構です」と呼ぶ者あり）今日はたくさん意見が出ましたので、

この議場の対応等設備に対しては、ここで終わりたいと思います。 

  

 

※ 印西警察署分庁舎のレイアウトについては、警察施設 
ということから議事録には掲載しないこととします。 
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 次に、（４）設備システムについてです。まだありますので我慢してください。もうちょっとです。 

 神子担当。 

○事務局（神子）  事務局の神子です。 

 議題４の設備システムについては、紙面のほうは４の①から４の⑩になります。 

 前回、第１５回会議において太陽光発電の費用対効果の検討や蓄熱、ＢＥＭＳ、ビルマネジメント

システムですけれども、それらについての検討課題が出されました。それで、これらを検討していく

ことで設備システムも進んでいくということで、資料のほうを配付させていただいております。 

 本日、４－①、４－②、それから４－⑧、４－⑩については「差しかえ資料」ということで机の上

に置かせていただいておりますので、そちらのほうをごらんください。今回の会議で新たに換気方式、

それから給湯方式、中水方式などについて提案しておりますので、あわせて御検討をいただきたいと

思います。 

 詳細な説明については、ＩＮＡ新建築研究所のほうから御説明いたします。 

○副委員長（岡野）  ありがとうございました。 

 それでは、ＩＮＡさん、説明をお願いします。 

○ＩＮＡ新建築研究所（古屋）  ＩＮＡ新建築の古屋と申します。よろしくお願いいたします。 

 設備システムについてということで、右上のほうの議題４－①、こちらに沿って説明、報告をさせ

ていただきたいと思います。 

 良好な庁舎建設環境を実現するための電気設備、機械設備計画ということで、以下のように比較検

討をしました。 

 一番目としまして、執務環境についてです。執務環境の空調計画について、丸のついた熱源システ

ムと換気システムについて検討しました。熱源システムにつきましては、コストの比較を行うととも

にエネルギーの効率を検討しまして、ガスヒートポンプ方式「ＧＨＰ」といわれるものを建物全体の

熱源方式といたしました。こちらにつきましては、災害時には非常用発電機からの電力ではなく、自

前で発電をすることが可能な機械がございますので、こちらの導入も視野に入れつつ検討をしたいと

思います。また、資料室や中央監視室、あと運転時間がほかの執務室とは異なる小規模な室について

は、電気ヒートポンプ方式を採用したいと思います。 

 次の換気システムにつきましては、省エネルギー性を考慮しまして、増築・新築棟のほうにつきま

しては全熱交換器方式としたいと思います。減築・改修棟のほうにつきましては、既存の建物の中に

換気用ダクトを通すルートを軀体と呼ばれる部分、コンクリートの部分に新たに設けることが困難で

あるため、既存の方式を利用できる外調機方式としたいと思います。 

 続きまして、環境に配慮した庁舎ということで、次のような検討をしております。建設後の維持管
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理を備えた費用対効果を重視し、市庁舎として先導的な役割を担う環境省エネ設備を検討しました。

一番上の省エネという項目に関しては、太陽熱利用、中水利用、エネルギーマネジメントシステム、

ＬＥＤ照明、照明センサーというものについて検討しました。太陽熱利用につきましては、今回シス

テムも検討しました。今回の庁舎の計画につきましては、給湯を使用する箇所が少ないために、設置

する機器の費用に対して効果が余り見込めないため不採用としたいと思います。 

 続きまして、中水の利用ですが、中水につきましては水資源の節約ということのために雨水を一時

貯水・貯留しまして、トイレなどの洗浄のために利用したいと考えております。 

○副委員長（岡野）  「中水」という言葉をもうちょっと説明してください。 

○ＩＮＡ新建築研究所（古屋）  一般的に水利用に関しましては、上水と呼ばれるものと中水といった

ものがあります。上水につきましては、市などから供給される水を貯水槽にためまして、そこから建

物に送るような方式をとります。ここでの中水利用というものにつきましては、雨水を一時貯水しま

して、これをろ過して浄化し、トイレの洗浄水に利用することによって水の節水を図りたいと思って

おります。 

 続きまして、エネルギーマネジメントシステム──ＢＥＭＳと呼ばれるものについて検討しました。

こちらは建物全体のエネルギーを効率的に管理することで省エネルギー、エネルギー消費量の最適化

と低減化を図ることを目的としたＢＥＭＳの導入を検討しました。今回の計画の庁舎の建物の規模や

空調の方式を備えた場合、簡易的なＢＥＭＳを採用したいと思います。 

 続きまして、次のＬＥＤ照明と照明センサーにつきましては、特に変えておりませんので、前回の

報告の内容をそのままここに掲載させていただいております。 

 二番目に、省エネと呼ばれる項目についてなんですけれども、こちらは引き継いで報告をさせてい

ただこうと思います。 

○委員（藤森）  せっかく我々全員に資料を配られていて全部読んでいるんです。だから、ポイントだ

けを説明していただければよろしいんじゃないかと思います。どうでしょうか。 

○副委員長（岡野）  どうですか、皆さん。お読みになってきましたか。 

○委員（渡辺）  全般にいえることですので、ぜひ。 

○副委員長（岡野）  それはポイントだけという意味ですか。 

○委員（渡辺）  最初から聞いていますと、無駄な説明が多過ぎたんで今になっているんですけれど。

おっしゃるとおりです。よろしく。 

○副委員長（岡野）  ほかの人はよろしいですか、ポイントだけで。（発言する者あり）はい。 

 では、そういうことで時間を節約しましょう。よろしくお願いします。 

○ＩＮＡ新建築研究所（小野）  それでは、引き続きまして、ＩＮＡの小野から御説明させていただき

ます。 

 まず、（２）創エネ、太陽光発電のところなのですが、まず太陽光パネルの容量です。こちらのほ

うは先ほどの建築プランの議題３の①の平面図になりまして、こちらの５番に屋上の平面図があるの

ですが、まず議場の屋根を太陽光パネルの設置場所と考えまして、こちらのほうに置けるのが大体
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５０キロというところで検討のほうをいたしました。かつまた、５０キロワットを超える、超えない

で申請の手続ですとか、あと設置後の維持管理、こういったところで大きな違いが出てきていますの

で、今回は５０キロワット未満というところで、まず条件を設定いたしました。 

 こちらの条件で前回いただきました費用対効果というところなのですけれども、資料の議題４－⑥

というのが後ろのページのほうにございます。こちらのほうが、まず全量売電、発電したものを全て

電力会社に売る場合と、あと右側の庁内利用というのは、発電した電力を庁舎で使用する電力に賄う

という方式でございます。 

 で、こちらの費用対効果の比較というのが下のグラフにあるのですが、まず赤い横線のほうがイニ

シャルコストになります。次に、斜めに通っている線、こちらのほうが左側の電量売電にした場合の

グラフでいいますと、売電する金額になります。これが年々積み上がっていって蓄積されて、この横

の線と斜めの線が交わったところが、いわゆる費用を償却できる年数になります。 

 こちらを見ますと、左側の全量売電をした場合に約１３年、１４年程度で償却のほうができると。

で、右側が庁内利用した場合になるのですが、この場合は約１７年、１８年程度で償却ができると。

こちらの庁内利用のほうは、あくまで補助金のほうを受けることができたとした場合で検討のほうは

しております。 

 こちらの結論としまして、費用対効果という面では余り全量売電と庁内利用の場合で、特に大きな

差は生じないと。で、こちらが庁内利用とした場合は、災害時の電力としても使用することが可能で

すので、そういったものも考慮して今後検討のほうを進めていきたいと考えております。 

 続きまして、地中熱利用になるのですが、こちらのほう地中熱源ヒートポンプ方式は省エネルギー

にすぐれるものの、補助金の利用ができた場合もイニシャルコストが大きいというところで費用対効

果の面で難しいということで、今回は不採用とさせていただいております。 

 蓄電池のほうも同様に補助金のほうがございまして、イニシャルコストの削減というのはできるの

ですが、蓄電池の交換というのが大体６年とか８年で出てきまして、こちらのほうは補助金を受ける

ことができません。こういったことで維持費用がかかるといったところで、蓄電池のほうは不採用と

考えております。 

 氷蓄熱につきまして、こちらのほう費用対効果は見込めるのですが、深夜電力を利用したり、蓄熱

時間帯に空調が使用不可能になるということもありまして、不採用といたします。 

 続きまして、三番目の災害対策機能の強化というところなのですが、こちらのほうは８月８日に防

災拠点検討委員会のほうと協議等をさせていただきまして、停電時に７２時間庁舎の機能を持続させ

るといった部分で、その機能を持続させる範囲などについて協議のほうをさせていただきました。協

議をした結果は、議題４－⑩のほうに照明が使えるエリアですとか、あとエレベーターとかそういっ

た部分を色塗りした平面図がございますので、御参照いただければと思います。 

 こういったエリアに対応するための発電機の容量をこれから検討していくのですけれども、こちら

のほうも容量を出した上でディーゼルエンジンのものとガスエンジンのものと、そういった発電機の

使用を今後検討していきたいと考えております。 
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 内容は、以上になります。 

○副委員長（岡野）  ありがとうございました。 

 御質問を受けます。よろしいですか。渡辺委員。 

○委員（渡辺）  前回もお話ししたんですが、基本計画のときはこの部分が非常にわかりやすく書いて

あったんですけれども、この基本設計になって急にかたい言葉ばっかり並べるなって御注意申し上げ

たんですが。例えば、照明センサー、当然この言葉を書けば日射制御、昼光利用、これが入っている

わけなんですけれど、基本計画のときにはこれ具体的に書いて非常にわかりよかったのが、非常にか

たい文章になっていますから、ぜひ工夫してください。換気システムを外調機も、これもパシフィッ

クデザインで多分、自然光をうまく使おうという発想だと思うんですけれども、もしそうであればそ

んなふうに一言そういう特徴を入れるような工夫をしていただければいいなと思います。 

 それとこの地中熱利用と蓄電池、費用対効果の検討結果を言っていると思いますが、ただ地中熱利

用にしましても蓄電池にしましても、もう実装段階で具体的にイニシャルコストも含めて成果を上げ

ている例を見聞きしておるもんですから、これはこれとして受け入れて。要するに学識者にちょっと

意見を聞きたかったんですけれど、時間がなくてだめですね。もう受けとめます。ただ、地中熱利用

にしても蓄電池にしても、非常に技術が日進月歩で進んでいるんで、願わくば実施設計段階で確認い

ただいて、もしペイできるのであれば、そんな方向にというような、やんわりした文章でもいいけれ

ども、入ればありがたいなと。これは願望です。 

 以上。 

○副委員長（岡野）  はい、貴重な質疑をありがとうございます。ちょっと今のお話は受けとめておい

てください。柳田さん、どうぞ。 

○ＩＮＡ新建築研究所（柳田）  今の渡辺委員さんのお話は、ごもっともなお話です。我々としても、

やっぱり環境ということでいろいろ検討したと。ここで今「採用しません」と、そういう言葉になっ

ているのはやはりこの現状ではということなので、今おっしゃったようにこれから実施設計に向けて、

その段階でいろんなことを考えて、できるものは取り入れていくと。おっしゃるように、それは検討

しますので、よろしくお願いします。 

○委員（渡辺）  ちょっとわかりやすい言葉で言ってください。 

○ＩＮＡ新建築研究所（柳田）  はい、わかりました。 

○副委員長（岡野）  ほかはいませんか。佐藤委員。 

○委員（佐藤）  中水を、これは利用しますということが書かれておりますけれども、中水を利用する

ということは年間降雨量、それと使用量、ろ過装置、それに配管が別配管になるとか、そこら辺のコ

ストパフォーマンスを検討の上、このような言葉になっているのでしょうか。 

○副委員長（岡野）  ＩＮＡさん。 

○ＩＮＡ新建築研究所（古屋）  ＩＮＡの古屋と申します。 

 年間降雨量につきましては、想定になりますが、国土交通省監修の排水再利用・雨水利用システム

計画基準、こちらの刊行物に基づきまして、雨水の使用量を割り出しました。こちらが、およそ年間
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９００立米ということでございます。それに対して、これを利用することによって削減される水道使

用量のほうが、１カ月あたり、およそ７５立米、トータルでコストに換算しますと、年間２６万円ほ

どの削減になります。このコストとともに水資源の有効利用ということで、今回は提案させていただ

いております。 

○委員（佐藤）  その配管はダブル配管になりますよね。その費用とか、ろ過装置、そういうのは入っ

ていないでしょう。２６万円というのは水の使用量だけでしょう。（「そうです」と呼ぶ者あり）そ

れじゃやっぱりだめなんですよ。それで、「これ利用します」ということはないんです。つまり、私

が言っているのは、総合的なバランスはメンテナンスを含めて「プラスになるから、これをやりま

す」っていう提案じゃないと受け入れられないことだと思います。 

○副委員長（岡野）  ＩＮＡさん。 

○ＩＮＡ新建築研究所（柳田）  済みません。ＩＮＡの柳田のほうから、ちょっと総括的な話で。 

 私ども、こういう省エネ設備、これは御存じのようにお金がかかります。それをペイできるものと、

例えば先ほどの太陽光発電、これに関しても売電という部分は結構今、買い取り価格が高いんです。

多分、４０円ぐらいだと。ただ、今のおっしゃった雨水に関しては、これはもうおっしゃるようにや

はり初期投資、イニシャルコストと、今言ったダブル配管になります。あと、ろ過とか。これを何年

で回収できるかといったら、これは回収できません、多分。 

 ただし、やはり市として、いわゆる環境政策といいますか、その辺を考えたときにやっぱりやるべ

きであろうという、そういう判断を一般的にするという前提で今回は御提案をするということです。

その辺は今言った、どこで判断するかということですが、それはお金を出してやるべきかどうかとい

うのはもちろん、これから皆さんに御提示して判断する時期があります。ただ、思想としては、やは

り雨水利用を充てるべきであろうということで、今ここに書いてあるというそういうレベルですので、

その辺に関しては御理解いただきたいと思います。 

○委員（佐藤）  こっちはやっぱり表現がちょっと違いますよね、今「やります」と。 

○ＩＮＡ新建築研究所（柳田）  表現としてですね、そうです。 

○委員（佐藤）  そうですよね。 

○ＩＮＡ新建築研究所（柳田）  はい、おっしゃるとおりです。 

○委員（佐藤）  だから、そこら辺はやっぱりきちっと精査してください。皆さん、素人の方が多いん

だから、わかりやすい説明にしてもらいたいと思います。 

○ＩＮＡ新建築研究所（柳田 ）  はい。 

○副委員長（岡野）  それでは、次回は定量的な資料を提供してください。 

○ＩＮＡ新建築研究所（柳田）  次回というと、いつ……。 

○副委員長（岡野）  できますよね。 

○ＩＮＡ新建築研究所（柳田）  はい、検討させていただきます。このくらいかかるけれども、という

ことですね。 

○副委員長（岡野）  はい。 
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 ほかにはいかがですか。 

 それでは、私のほうからちょっと。太陽光発電なんですけれども、このイニシャルコストはどうい

うふうに出されているか、何社から見積もりをとっていますか。 

○ＩＮＡ新建築研究所（小野）  こちらは国内メーカーと、あと海外のメーカーさんを合わせまして

４社でとっております。で、一番見積もり価格の低いメーカーさんの金額で検討のほうを行っており

ます。 

○副委員長（岡野）  メーカーからとったんですか。設置も含めてやると、そういう……。 

○ＩＮＡ新建築研究所（小野）  そうですね。実際はそのメーカーさんの販売代理店というのは、施工

も含めた形です。 

○副委員長（岡野）  そうですか。で、４社とって、これ５０キロで幾らになっていますか。１キロ当

たり幾らになりますか。 

○ＩＮＡ新建築研究所（小野）  ４４万円です。 

○副委員長（岡野）  そうでしょう。私、３社からとったら全て３０万円以下でしたよ。 

○ＩＮＡ新建築研究所（小野）  そうですか。こちらはあくまで販売代理店さんのほうから金額を出し

ていただきまして、それに対して、いわゆる積算基準等の経費関係のほうを含めておりますので……。 

○副委員長（岡野）  いや、私がとったのは全部経費が入っていますよ、当然。それで、３０万円以上

は出てきていませんよ、３社とも。一番高いところでも、そんなもんです。（「よろしいですか」と

呼ぶ者あり） 

 回収年数も１０年以上なんていうのはもうないので、これはもう一つ検討し直していただきたいと。

そこは補助金が非常に難しいんですよね。これは今、補助金が流動的なんですよ。ですから、補助金

ありきでこういう計画を進めると、ちょっと足元をすくわれる可能性があるので、補助金のない場合

とある場合、しかも補助金の率もこれも流動的なので、その辺をよく横目で見ながら検討を進めてい

ただきたいと思います。 

 以上です、私のほうからは。 

 そのほかになければ、設備関連はこの辺で終わりたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

 それで、何かありますか。今、計画を聞いただけでいろんな注文が出ましたが、その注文をもう一

度取り入れて計画を進めてください。 

 ということでよろしいでしょうか、皆さん。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（岡野）  それでは、そういうことでよろしくお願いいたします。 

 次に、（５）その他に行きますが。よろしいですか、事務局で。 

○事務局（落合（優））  事務局の落合です。 

 議題の（５）その他の前に、議題３の千葉県警協議図面について、２点ほど確認させていただいて

もよろしいでしょうか。 

○副委員長（岡野）  はい、どうぞ。 
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○事務局（落合（優））  一点目が、当日配付の議題３－⑤千葉県警協議図面の資料に関してなんです

けれども、こちらは議題終了後に回収をさせていただきますということです。二点目が、本日の警察

の配置図関係についての具体的な発言に関しましては、議事録に載せないこととさせていただきます。

こちらの２点を御了承いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○副委員長（岡野）  了解していただけますね。（「はい」と呼ぶ者あり）よろしくお願いいたします。 

 それでは、（５）その他です。事務局、お願いします。 

○事務局（岡田）  それでは、その他に入らせてもらいます。 

 まず、第１５回目の会議の議事録の訂正ですが、本日が提出期限となっておりますので、修正があ

りましたら本日中に御提出をお願いいたします。 

 それから、次回の会議でございます。本日、再検討すべき内容がございましたので、こちらにつき

ましては、川岸委員長、それから岡野副委員長と日程を決めながら、また次の会議ということで考え

ていきたいと思っております。 

 その他については、以上でございます。 

○副委員長（岡野）  ありがとうございました。 

 それでは、これで本日の委員会を終了いたします。 

 長時間、御協力ありがとうございました。お疲れ様でした。 

○事務局（湯浅）  以上で、本日の会議を終了いたします。 

 長時間にわたり御協力ありがとうございました。 

 以上になります。 
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